


例

言

一
、

本
書
は
、
平
成
一
四
年
四
月
以
来
、
石
川
県
金
沢
城
調
査
研
究
所
（
平
成
一
八
年
度
ま
で
は
石
川
県
教
委
文
化
財
課
金
沢
城
研
究
調
査
室
）
が
実
施
し
て
き
た
、
金
沢
城

絵
図
の
基
礎
的
調
査
で
確
認
さ
れ
た
調
査
デ
ー
タ
を
も
と
に
、
と
く
に
金
沢
城
二
ノ
丸
御
殿
を
描
い
た
絵
図
に
つ
い
て
、
カ
ラ
ー
図
版
で
紹
介
し
、
あ
わ

せ
て
解
題
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
、

カ
ラ
ー
図
版
は
、「
Ⅰ

江
戸
前
期
の
二
ノ
丸
御
殿
」、「
Ⅱ

江
戸
中
期
の
二
ノ
丸
御
殿
」、「
Ⅲ

江
戸
後
期
の
二
ノ
丸
御
殿
」
と
い
う
三
つ
の
部
に
分
け
、

金
沢
城
二
ノ
丸
御
殿
絵
図
の
な
か
か
ら
代
表
的
な
も
の
を
掲
げ
た
。
ま
た
、
金
沢
城
全
域
図
も
必
要
に
応
じ
て
参
考
図
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。

三
、

記
載
が
緻
密
な
も
の
、
史
料
的
価
値
が
高
い
も
の
の
一
部
は
一
枚
物
の
別
刷
図
と
し
た
（
№
77
の
み
冊
子
に
も
図
版
を
掲
載
し
た
）。

四
、

絵
図
の
番
号
は
、
冊
子
に
収
録
し
た
絵
図
と
別
刷
図
と
を
分
け
ず
、
お
お
よ
そ
の
年
代
順
に
付
し
て
い
る
。

五
、

収
録
し
た
絵
図
の
標
題
は
、
原
則
と
し
て
所
蔵
元
の
名
称
に
従
っ
た
。
ま
た
、
絵
図
へ
の
書
き
込
み
等
に
は
、
不
適
切
な
表
現
も
見
受
け
ら
れ
る
ケ
ー

ス
が
あ
る
が
、
原
則
と
し
て
修
正
等
を
加
え
て
い
な
い
。
こ
れ
は
歴
史
的
事
実
を
正
し
く
伝
え
る
と
い
う
認
識
の
も
と
収
録
し
た
も
の
で
、
差
別
等
を
容

認
す
る
も
の
で
は
な
い
。

六
、

解
題
と
と
も
に
収
録
絵
図
の
リ
ス
ト
を
掲
載
し
た
。
解
題
お
よ
び
リ
ス
ト
に
お
い
て
、
金
沢
城
二
ノ
丸
御
殿
の
変
遷
を
前
期
（
一
六
三
一
～
一
七
五
九
）、
中

期
（
一
七
五
九
～
一
八
〇
八
）、
後
期
（
一
八
〇
八
～
）
に
区
分
し
て
表
し
た
。
前
期
は
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
か
ら
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
大
火
ま
で
、
中
期
は
宝
暦

大
火
以
後
、
文
化
五
～
六
年
（
一
八
〇
八
～
〇
九
）
の
二
ノ
丸
御
殿
再
建
前
ま
で
、
後
期
は
文
化
大
火
以
降
、
と
い
う
時
期
区
分
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

七
、

こ
の
間
の
調
査
に
あ
た
り
、
絵
図
資
料
を
所
蔵
す
る
公
的
機
関
、
民
間
団
体
、
個
人
の
方
々
か
ら
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
得
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
、

篤
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

八
、

本
書
の
土
台
と
な
っ
た
基
礎
調
査
の
段
階
よ
り
、
金
沢
城
調
査
研
究
絵
図
・
文
献
専
門
委
員
会
の
脇
田
修
委
員
長
を
は
じ
め
、
専
門
委
員
の
方
々
か
ら

適
切
な
指
導
・
助
言
を
得
た
。
な
お
、
本
書
の
編
集
は
、
所
長
木
越
隆
三
、
所
員
石
野
友
康
、
同
大
西
泰
正
が
担
当
し
た
。



目

次

例
言

目
次

Ⅰ

江
戸
前
期
の
二
ノ
丸
御
殿

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

Ⅱ

江
戸
中
期
の
二
ノ
丸
御
殿

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
11

Ⅲ

江
戸
後
期
の
二
ノ
丸
御
殿

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
15

解
題

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
61

金
沢
城
二
ノ
丸
御
殿
絵
図
リ
ス
ト
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
88



Ⅰ

江
戸
前
期
の
二
ノ
丸
御
殿



― 2 ―

２

金
沢
城
座
敷
之
図
二
之
丸

石
川
県
立
歴
史
博
物
館

大
鋸
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
83
×
65
㎝
）



― 3 ―

Ⅰ

江
戸
前
期
の
二
ノ
丸
御
殿

４

金
沢
城
図
（
部
分
）

横
山
隆
昭
氏
（
78
×
79
㎝
）

３

金
沢
城
中
惣
絵
図
（
部
分
）

石
川
県
立
歴
史
博
物
館
（
88
×
75
㎝
）

５

金
沢
城
図
（
部
分
）

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

大
友
文
庫
（
35
×
42
㎝
）





― 5 ―

Ⅰ

江
戸
前
期
の
二
ノ
丸
御
殿

７

二
ノ
御
丸
絵
図

金
沢
大
学
附
属
図
書
館
（
105
×
152
㎝
）



― 6 ―

８

二
ノ
丸
御
殿
図

普
森
清
美
氏
（
140
×
82
㎝
）



― 7 ―

Ⅰ

江
戸
前
期
の
二
ノ
丸
御
殿

９

金
沢
城
二
之
丸
御
殿
絵
図
（
部
分
）

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

清
水
文
庫
（
106
×
141
㎝
）



― 8 ―

11

金
沢
城
図
（
写
）
二
ノ
御
丸
御
家
廻
り
并
御
広
式

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

氏
家
文
庫
（
81
×
112
㎝
）



― 9 ―

Ⅰ

江
戸
前
期
の
二
ノ
丸
御
殿

12

二
之
丸
御
殿
図

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

大
友
文
庫
（
72
×
84
㎝
）



― 10 ―

13

二
之
丸
間
取
図

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

大
友
文
庫
（
77
×
82
㎝
）



Ⅱ

江
戸
中
期
の
二
ノ
丸
御
殿



― 12 ―

14

宝
暦
年
中
二
之
御
丸
御
殿
地
指
図

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

大
友
文
庫
（
115
×
203
㎝
）



― 13 ―

Ⅱ

江
戸
中
期
の
二
ノ
丸
御
殿

16

二
之
丸
御
殿
幷
御
広
式
御
絵
図

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

清
水
文
庫
（
96
×
181
㎝
）



― 14 ―

17

金
沢
表
二
之
御
丸
御
殿
並
御
広
式
御
絵
図

村
松
家
（
179
×
90
㎝
）



Ⅲ

江
戸
後
期
の
二
ノ
丸
御
殿



― 16 ―

１
期
図

18

二
の
丸
御
殿
絵
図

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

加
越
能
文
庫
（
80
×
54
㎝
）



― 17 ―

Ⅲ

江
戸
後
期
の
二
ノ
丸
御
殿

19

文
化
六
己
巳
御
造
営
之
御
殿
図

石
川
県
立
歴
史
博
物
館

篠
原
一
宏
家
文
書
（
54
×
80
㎝
）



― 18 ―

21

金
沢
城
二
之
丸
図

石
川
県
立
図
書
館
（
74
×
129
㎝
）



― 19 ―

Ⅲ

江
戸
後
期
の
二
ノ
丸
御
殿

22

金
谷
御
殿
間
取
図
（
金
沢
城
二
ノ
丸
御
殿
間
取
図
）

富
山
県
立
図
書
館
（
74
×
125
㎝
）



― 20 ―

23

二
の
御
丸
惣
絵
図
（
三
歩
碁
）

金
沢
大
学
附
属
図
書
館
（
75
×
144
㎝
）



― 21 ―

Ⅲ

江
戸
後
期
の
二
ノ
丸
御
殿

24

金
沢
城
二
之
御
丸
御
殿
明
細
図

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

郷
土
資
料
（
140
×
70
㎝
）



― 22 ―

25

金
沢
城
二
ノ
丸
絵
図
面

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

郷
土
資
料
（
87
×
137
㎝
）



― 23 ―

Ⅲ

江
戸
後
期
の
二
ノ
丸
御
殿

26

金
沢
城
二
の
丸
絵
図

金
沢
大
学
附
属
図
書
館
（
150
×
77
㎝
）



― 24 ―

27

金
沢
城
二
ノ
丸
絵
図

石
川
県
立
歴
史
博
物
館

村
松
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
66
×
144
㎝
）



― 25 ―

Ⅲ

江
戸
後
期
の
二
ノ
丸
御
殿

28

金
沢
城
二
之
丸
御
住
居
殿
閣
図
（
二
ノ
丸
全
図
）

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

氏
家
文
庫
（
80
×
168
㎝
）



― 26 ―

29

金
沢
城
二
之
丸
御
住
居
殿
閣
図
（
二
ノ
丸
全
図
（
三
分
割
））

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

氏
家
文
庫
（
165
×
80
㎝
）



― 27 ―

Ⅲ

江
戸
後
期
の
二
ノ
丸
御
殿

30

金
沢
城
二
之
丸
御
殿
之
図

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

後
藤
文
庫
（
103
×
118
㎝
）



― 28 ―

31

金
沢
城
二
の
丸
絵
図

石
川
県
立
歴
史
博
物
館
（
75
×
130
㎝
）



― 29 ―

Ⅲ

江
戸
後
期
の
二
ノ
丸
御
殿

32

二
ノ
丸
御
殿
図

照
円
寺
（
121
×
73
㎝
）



― 30 ―

33

二
ノ
丸
御
屋
形
図

前
田
土
佐
守
家
資
料
館
（
272
×
140
㎝
）



― 31 ―

Ⅲ

江
戸
後
期
の
二
ノ
丸
御
殿

34

金
沢
城
二
丸
諸
建
物
図

石
川
県
立
図
書
館

森
田
文
庫
（
90
×
53
㎝
）



― 32 ―

35

金
城
営
中
図

西
尾
市
岩
瀬
文
庫
（
54
×
94
㎝
）



― 33 ―

Ⅲ

江
戸
後
期
の
二
ノ
丸
御
殿

36

金
沢
城
二
ノ
丸
之
図

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

加
越
能
文
庫
（
140
×
260
㎝
）



― 34 ―

37

二
ノ
丸
御
建
物
平
面
図

石
川
県
立
図
書
館

富
田
文
庫
（
78
×
132
㎝
）



― 35 ―

Ⅲ

江
戸
後
期
の
二
ノ
丸
御
殿

38

於
表
御
舞
台
御
規
式
御
能
被
仰
付
候
御
補
理
御
絵
図

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

大
友
文
庫
（
74
×
155
㎝
）

39

加
賀
金
沢
城
表
御
殿
中
之
図

（
公
財
）
三
井
文
庫
（
40
×
27
㎝
）



― 36 ―

40

金
府
敷
面
之
図

石
川
県
立
歴
史
博
物
館

村
松
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
78
×
109
㎝
）

41

金
沢
城
二
之
丸
御
殿
間
取
之
図金

沢
市
立
玉
川
図
書
館

清
水
文
庫
（
28
×
40
㎝
）



― 37 ―

Ⅲ

江
戸
後
期
の
二
ノ
丸
御
殿

42

二
ノ
丸
表
向
座
敷
等
之
図

石
川
県
立
歴
史
博
物
館

大
鋸
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
56
×
48
㎝
）



― 38 ―

43

御
広
式
向
御
二
階
之
分
絵
図

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

加
越
能
文
庫
（
80
×
100
㎝
）



― 39 ―

Ⅲ

江
戸
後
期
の
二
ノ
丸
御
殿

44

二
の
丸
部
屋
方
間
取
図

松
井
建
設
（
103
×
76
㎝
）

45

二
の
丸
竹
の
間
付
近
平
面
図
（
付
屋
根
伏
せ
図
）
松
井
建
設
（
56
×
67
㎝
）



― 40 ―

47

二
の
丸
御
殿
御
居
間
付
近
の
図
（
付
水
道
路
線
）
松
井
建
設
（
60
×
56
㎝
）

46

二
の
丸
桧
垣
之
間
・
松
之
間
・
奥
御
書
院
等
平
面
図
（
付
屋
根
伏
せ
図
）

松
井
建
設
（
51
×
70
㎝
）



― 41 ―

Ⅲ

江
戸
後
期
の
二
ノ
丸
御
殿

２
期
図

48

金
沢
城
二
の
丸
地
図

石
川
県
立
歴
史
博
物
館
（
130
×
255
㎝
）



― 42 ―

49

二
之
丸
御
殿
並
御
広
式
下
部
屋
等
絵
図

（
表
御
式
台
ヨ
リ
竹
之
間
迄
、
御
台
所
ヨ
リ
柳
之
御
間
迄
）

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

清
水
文
庫
（
40
×
54
㎝
）

50

二
之
丸
御
殿
並
御
広
式
下
部
屋
等
絵
図

（
滝
之
御
間
・
波
之
御
間
ヨ
リ
御
居
間
廻
リ
御
広
式
廻
リ
迄
）

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

清
水
文
庫
（
52
×
55
㎝
）



― 43 ―

Ⅲ

江
戸
後
期
の
二
ノ
丸
御
殿

51

二
之
丸
御
殿
並
御
広
式
下
部
屋
等
絵
図
（
御
広
式
下
壇
廻
り
）

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

清
水
文
庫
（
33
×
43
㎝
）

52

二
之
丸
御
殿
御
補
修
絵
図
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

清
水
文
庫
（
67
×
88
㎝
）



― 44 ―

54

二
ノ
丸
万
年
樋
絵
図

大
友
佐
俊
氏
（
188
×
98
㎝
）

55

御
城
中
壱
分
碁
絵
図
（
部
分
）

横
山
隆
昭
氏
（
151
×
137
㎝
）



― 45 ―

Ⅲ

江
戸
後
期
の
二
ノ
丸
御
殿

60

竹
沢
御
座
敷
総
絵
図
二
之
丸
並
金
谷
御
殿
絵
図
（
二
之
御
丸
御
台
所
辺
）

大
友
佐
俊
氏
（
119
×
75
㎝
）



― 46 ―

61

竹
沢
御
座
敷
総
絵
図
二
之
丸
並
金
谷
御
殿
絵
図
（
二
之
御
丸
御
表
廻
）

大
友
佐
俊
氏
（
128
×
76
㎝
）



― 47 ―

Ⅲ

江
戸
後
期
の
二
ノ
丸
御
殿

62

竹
沢
御
座
敷
総
絵
図
二
之
丸
並
金
谷
御
殿
絵
図
（
二
之
御
丸
御
居
間
廻
）

大
友
佐
俊
氏
（
91
×
100
㎝
）



― 48 ―

63

金
沢
城
ニ
の
丸
奥
部
絵
図

石
川
県
立
歴
史
博
物
館
（
110
×
78
㎝
）





― 50 ―

66

金
沢
城
二
之
御
丸
三
歩
碁
図
Ａ

石
川
県
立
図
書
館
（
143
×
83
㎝
）



― 51 ―

Ⅲ

江
戸
後
期
の
二
ノ
丸
御
殿

67

金
沢
城
二
之
御
丸
三
歩
碁
Ｂ

石
川
県
立
図
書
館
（
142
×
83
㎝
）



― 52 ―





― 54 ―

69

金
沢
城
二
之
丸
御
次
内
嘉
永
年
中
修
補
図

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

清
水
文
庫
（
56
×
80
㎝
）
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Ⅲ

江
戸
後
期
の
二
ノ
丸
御
殿

70

金
沢
城
二
之
丸
転
席
方
絵
図

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

加
越
能
文
庫
（
55
×
78
㎝
）



― 56 ―

71

用
番
方
御
絵
図
⑩
松
之
間
席
絵
図

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

大
友
文
庫
（
28
×
49
㎝
）

72

用
番
方
御
絵
図
⑮
御
用
之
間
江
被
召
候
節
出
所
等
絵
図

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

大
友
文
庫
（
30
×
21
㎝
）
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74

姫
君
様
御
着
輿
之
節
御
供
落
シ
絵
図（
御
守
殿
御
門
内
外
御
供
落
シ
個
所
）

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

加
越
能
文
庫
（
48
×
36
㎝
）

75

金
沢
城
二
之
丸
御
守
殿
御
供
建
方
絵
図

（
姫
君
様
・
初
姫
様
御
建
込
非
常
之
節
御
立
退
御
行
列
御
供
建
方
絵
図
）

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

加
越
能
文
庫
（
108
×
79
㎝
）

76

金
沢
旧
城
廓
総
図
（
部
分
）

石
川
県
教
育
委
員
会
（
68
×
78
㎝
）
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Ⅲ

江
戸
後
期
の
二
ノ
丸
御
殿

77

金
沢
城
廓
内
絵
図
面

石
川
県
教
育
委
員
会
（
140
×
77
㎝
）

1918

お

え
1516

17

14
13

12
10

９

８

７
６

５

う

11

い

４

３

２

１

あ

絵
図
に
記
し
た
１
～
19
、
あ
～
お
の
記
号
に
つ
い
て
は
、
解
題
82
頁
表
２
を
参
照
。





解

題

木
越
隆
三

石
野
友
康
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一

金
沢
城
二
ノ
丸
御
殿
の
変
遷

石
野
友
康

（
１
）
二
ノ
丸
御
殿
の
創
設

金
沢
城
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
位
置
し
、
加
賀
藩
政
の
中
枢
を
占
め
た
の
が
二
ノ
丸
御
殿

で
あ
る
。
二
ノ
丸
御
殿
の
嚆
矢
は
、
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
の
大
火
後
の
城
郭
再
興
時

に
遡
る
。
藩
祖
前
田
利
家
の
入
国
以
来
、
本
丸
に
あ
っ
た
御
殿
は
数
度
焼
失
し
、
そ
の

都
度
再
建
さ
れ
た
。
三
代
藩
主
利
常
は
、
水
廻
り
の
悪
い
本
丸
に
あ
っ
た
御
殿
を
二
ノ

丸
に
移
し
た
。

草
創
期
の
二
ノ
丸
御
殿
の
景
観
に
つ
い
て
は
、
良
質
の
史
料
が
少
な
く
、
構
造
等
不

明
な
と
こ
ろ
が
多
い
。
十
七
世
紀
後
半
の
景
観
を
示
す
と
さ
れ
る
「
金
沢
城
二
之
丸
座

舗
之
図
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
）
よ
り
寛
永
創
建
時
の
二
ノ
丸
御
殿
を
推
測
す
る
ほ
か
な

い
。こ

の
絵
図
に
み
る
景
観
は
、
藩
主
の
生
活
空
間
た
る
御
居
間
廻
と
女
性
た
ち
の
生
活

の
場
で
あ
る
広
式
（
奥
向
）
が
分
離
し
た
構
造
に
な
っ
て
い
る
ほ
か
数
寄
屋
屋
敷
に
は

建
物
が
未
だ
み
ら
れ
ず
、
の
ち
の
裏
口
門
を
切
手
門
と
し
て
い
る
な
ど
、
十
八
世
紀
以

降
の
御
殿
と
は
異
な
っ
た
形
状
を
示
し
て
い
た
。

寛
永
十
六
年
、
利
常
は
家
督
を
長
男
光
高
に
譲
り
加
賀
小
松
城
に
隠
居
し
た
。
光
高

は
江
戸
藩
邸
で
の
生
活
を
続
け
、
好
学
の
藩
主
と
し
て
将
来
を
嘱
望
さ
れ
た
が
、
正

保
二
年
（
一
六
四
五
）
三
十
一
歳
で
急
逝
し
た
。
光
高
の
後
継
に
は
嫡
男
犬
千
代
（
の
ち
の

前
田
綱
紀
）
が
就
き
五
代
藩
主
と
な
っ
た
が
、
三
歳
と
幼
少
で
あ
っ
た
た
め
祖
父
利
常
が

後
見
と
し
て
藩
政
を
差
配
し
た
。

利
常
隠
居
後
の
金
沢
城
は
専
ら
重
臣
た
ち
が
詰
め
る
城
で
、
二
ノ
丸
御
殿
は
政
庁
と

し
て
の
機
能
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
。
他
藩
か
ら
は
小
松
城
が
藩
政
の
中
心
と
み
ら
れ
て

い
た
よ
う
で
、
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
に
再
燃
し
た
白
山
争
論
の
際
に
は
、
福
井
藩
か

ら
の
ク
レ
ー
ム
は
ま
ず
小
松
城
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
光
高
が
早
世
し
た
こ
と
に
よ

り
、
藩
主
在
府
の
状
態
が
正
保
二
年
か
ら
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
ま
で
続
い
た
。
金
沢

城
が
再
び
藩
政
の
中
心
と
な
る
の
は
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）、
綱
紀
が
藩
主
と
し
て
初

入
国
を
果
た
し
て
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
２
）
前
田
綱
紀
の
二
ノ
丸
御
殿
整
備

二
ノ
丸
御
殿
は
、
五
代
藩
主
綱
紀
の
時
代
に
本
格
的
に
改
修
の
手
が
加
え
ら
れ
、
徳

川
御
三
家
に
次
ぐ
家
格
で
あ
る
と
自
負
す
る
前
田
家
の
御
殿
と
し
て
整
備
さ
れ
た
。

江
戸
に
生
ま
れ
、
江
戸
で
育
っ
た
綱
紀
は
、
寛
文
元
年
、
十
九
歳
の
時
に
初
め
て
領

国
加
賀
の
地
を
踏
ん
だ
。
重
臣
と
の
初
対
面
の
際
に
は
並
み
居
る
重
臣
に
圧
倒
さ
れ
る

な
ど
藩
政
の
課
題
を
自
ら
感
じ
取
り
、
藩
主
の
権
威
を
高
め
る
た
め
、
改
め
て
藩
組
織

づ
く
り
を
進
め
た
。
城
の
整
備
は
権
威
を
内
外
に
示
す
た
め
に
も
不
可
欠
で
あ
り
、
早

い
時
期
に
普
請
に
着
手
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

初
入
国
を
ひ
か
え
た
万
治
三
年
、
二
ノ
丸
御
殿
の
普
請
・
作
事
を
行
っ
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
た
が
（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
加
越
能
文
庫
「
御
横
目
書
付
留
帳
」）、
寛
文
元
年
四
月

頃
ま
で
に
は
完
成
を
み
た
（
加
越
能
文
庫
「
菅
君
雑
録
」）。
翌
寛
文
二
年
に
は
唐
門
造
営
の

た
め
栃
材
の
準
備
を
命
じ
（『
改
作
所
旧
記
』）、
寛
文
四
年
に
江
戸
よ
り
金
沢
に
戻
っ
た
穴

生
後
藤
勘
左
衛
門
は
「
御
城
中
御
石
垣
御
用
」
を
つ
と
め
た
と
い
う
（
加
越
能
文
庫

後
藤

平
左
衛
門
「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」）。
勘
左
衛
門
の
携
わ
っ
た
仕
事
が
寛
文
五
年
正
月
の
土

橋
門
石
垣
修
理
（
加
越
能
文
庫
「
菅
君
雑
録
」）
の
こ
と
を
さ
す
の
か
定
か
で
は
な
い
が
、
寛

文
期
に
御
殿
周
辺
の
整
備
も
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。
そ
の
後
、
奥
小

将
を
勤
め
た
藩
士
大
野
木
（
葛
巻
）
克
明
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）、

元
禄
七
年
か
ら
翌
八
年
（
一
六
九
四
～
九
五
）、
元
禄
九
年
か
ら
十
年
に
か
け
て
都
合
銀

一
五
〇
〇
貫
の
費
用
を
か
け
た
二
ノ
丸
御
殿
の
拡
張
工
事
を
行
っ
て
い
る
（
加
越
能
文
庫

「
元
禄
雑
記
」）。
こ
の
普
請
に
よ
っ
て
御
居
間
廻
と
広
式
部
分
が
つ
な
が
る
よ
う
に
な
り
、

数
寄
屋
屋
敷
に
は
女
中
た
ち
の
生
活
空
間
が
増
築
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
普
請
で
は
、
と

く
に
元
禄
九
年
六
月
に
着
手
さ
れ
た
普
請
は
規
模
が
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
く
、

八
月
江
戸
よ
り
戻
っ
た
綱
紀
は
二
ノ
丸
御
殿
で
は
な
く
蓮
池
御
殿
に
入
り
、
こ
こ
で
政
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務
を
と
っ
た
。
普
請
が
終
り
、
綱
紀
が
二
ノ
丸
御
殿
に
移
徙
し
た
の
は
翌
十
年
六
月
の

こ
と
で
あ
っ
た
。

（
３
）
江
戸
中
期
の
金
沢
城

綱
紀
に
続
く
六
代
吉
徳
の
時
代
の
二
ノ
丸
御
殿
に
つ
い
て
は
、
享
保
十
一
年
か
ら

十
三
年
（
一
七
二
六
～
二
八
）
頃
に
か
け
て
御
居
間
廻
の
普
請
が
行
わ
れ
て
い
た
（
加
越
能
文

庫
「
中
川
長
定
覚
書
」）。
ど
れ
ほ
ど
の
規
模
で
あ
っ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
屋
根
の

工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
部
屋
の
模
様
替
え
程
度
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
家
督

を
相
続
し
て
間
も
な
い
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
代
替
わ
り
に
よ
る
普
請
と

も
考
え
ら
れ
る
。
吉
徳
か
ら
七
代
宗
辰
へ
の
代
替
わ
り
の
際
に
も
御
居
間
廻
の
普
請
が

確
認
で
き
る
（「
遠
田
日
記
」）。

ま
た
、
こ
の
代
替
わ
り
の
普
請
と
は
別
に
、
御
殿
普
請
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
元
文
四

年
（
一
七
三
九
）
三
月
に
は
御
大
工
山
本
久
兵
衛
を
普
請
主
附
と
し
、「
二
御
丸

御
居
間
・

御
広
式
・
御
居
間
廻

御
住
居
替
」
の
普
請
が
行
わ
れ
、
同
年
八
月
に
完
成
し
た
と
い

う
（
山
本
啓
「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」）。

し
か
し
、
六
代
吉
徳
以
降
、
七
代
宗
辰
、
八
代
重
熈
、
九
代
重
靖
と
早
世
す
る
藩
主

が
続
き
、代
替
わ
り
の
普
請
を
含
め
、日
常
的
に
城
の
整
備
に
専
念
す
る
余
裕
は
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
四
月
、
幕
府
の
巡
見
上
使
松
平
頼
母
・
大
河
内
善
兵
衛
が
金

沢
城
を
訪
れ
た
。
二
ノ
丸
御
殿
や
蓮
池
御
亭
、
本
丸
の
三
階
櫓
で
も
菓
子
に
て
歓
待
を

受
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
城
内
の
絵
図
が
進
献
さ
れ
て
お
り
、№
11
「
金
沢
城
図
（
写
）

二
ノ
御
丸
御
家
廻
り
并
御
広
式
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
氏
家
文
庫
）
や
№
12
「
二
之
丸
御

殿
図
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
大
友
文
庫
）、
№
13
「
二
之
丸
間
取
図
」（
大
友
文
庫
）
は
こ
の
と

き
に
藩
で
作
成
さ
れ
た
絵
図
の
写
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
か
に
は
近
代
の
写
本
も

み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
絵
図
に
よ
っ
て
宝
暦
五
年
段
階
の
間
取
り
が
確
認
で
き
る
。

（
４
）
宝
暦
大
火
と
復
興
作
業

宝
暦
九
年
四
月
十
日
、
折
か
ら
の
強
い
南
風
に
あ
お
ら
れ
、
泉
寺
町
に
あ
っ
た
玉
龍

寺
の
塔
頭
舜
昌
寺
か
ら
発
し
た
火
災
は
犀
川
を
越
え
、瞬
く
間
に
城
下
を
焼
き
尽
く
し
、

つ
い
に
城
に
も
火
が
か
か
り
、
玉
泉
院
丸
な
ど
一
部
を
除
い
て
城
地
の
大
半
が
灰
燼
に

帰
し
た
（
宝
暦
の
大
火
）。

未
曾
有
の
大
火
災
で
あ
り
、
被
害
状
況
は
幕
府
へ
も
届
け
ら
れ
た
。
こ
の
火
災
で
は

御
殿
も
焼
失
し
、早
急
な
復
旧
作
業
が
求
め
ら
れ
た
。藩
主
重
教
は
火
災
か
ら
半
年
経
っ

た
閏
七
月
金
沢
に
到
着
し
、
金
谷
御
殿
に
は
い
っ
た
。

二
ノ
丸
御
殿
の
復
興
作
業
に
つ
い
て
は
、
火
災
か
ら
二
年
ほ
ど
経
っ
た
宝
暦
十
一
年

二
月
に
木
作
初
め
を
行
い
、
四
月
に
柱
建
、
翌
十
二
年
に
上
棟
式
、
そ
し
て
こ
の
年
に

一
応
竣
工
、
翌
十
三
年
四
月
に
藩
主
重
教
を
迎
え
た
。
た
だ
し
儀
式
典
礼
を
行
う
表
向

の
エ
リ
ア
な
ど
は
未
完
成
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
絵
図
か
ら
み
る
と
「
竹
の
間
」
付
近
が

で
き
あ
が
っ
て
は
い
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
後
も
普
請
は
続
い
て

お
り
、
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
に
「
御
式
台
」・「
実
検
の
間
」「
虎
の
間
」
な
ど
が
出

来
し
て
い
る
ほ
か
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
に
は
、
表
向
以
外
で
も
手
が
加
え
ら
れ
「
御

居
間
」周
辺
、奥
向
き
の「
対
面
所
」「
御
座
敷
」辺
で
も
普
請
が
進
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、

文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
の
火
災
ま
で
御
殿
全
体
の
再
建
は
見
送
ら
れ
た
。

（
５
）
文
化
大
火
と
再
建
事
業

文
化
五
年
正
月
、
二
ノ
丸
御
殿
内
部
か
ら
の
出
火
に
よ
っ
て
全
焼
し
た
。
文
化
の
大

火
と
よ
ば
れ
る
火
災
で
あ
る
。
斉
広
は
当
時
在
府
中
で
無
事
で
あ
っ
た
。
三
月
の
帰
国

を
待
っ
て
、
藩
で
は
造
営
方
役
所
を
設
置
し
、
造
営
奉
行
の
采
配
の
も
と
再
建
事
業
が

進
め
ら
れ
た
。
火
災
か
ら
五
ケ
月
経
っ
た
六
月
二
十
八
日
に
、
木
作
り
始
め
の
儀
式
が

行
わ
れ
、
つ
い
で
七
月
二
十
五
日
に
柱
建
て
の
儀
式
が
行
わ
れ
た
。
進
捗
は
概
ね
順
調

で
、
翌
六
年
四
月
に
は
斉
広
が
臨
時
の
御
座
所
で
あ
る
八
家
本
多
邸
か
ら
二
ノ
丸
に

移
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
で
は
表
向
の
表
式
台
・
竹
ノ
間
等
は
未
だ
完
成
を
み
て
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お
ら
ず
、
翌
七
年
に
な
っ
て
全
面
的
に
竣
工
し
、
造
営
方
役
所
も
閉
鎖
さ
れ
た
。

こ
の
文
化
の
造
営
事
業
に
つ
い
て
は
、造
営
奉
行
の
一
人
高
畠
厚
定
の
職
務
日
誌「
御

造
営
方
日
並
記
」（
加
越
能
文
庫
）
が
詳
し
い
内
容
を
持
っ
て
い
る
。

*

「
御
造
営
方
日
並
記
」
は
文
化
六
年
正
月
か
ら
同
七
年
七
月
に
か
け
て
の
高
畠
厚
定
の
職
務

日
誌
で
、
普
請
の
進
捗
が
よ
く
わ
か
る
好
史
料
で
あ
る
。
御
殿
の
仕
様
の
一
端
も
知
れ
る

こ
と
か
ら
、
金
沢
城
調
査
研
究
所
（
当
時
は
金
沢
城
研
究
調
査
室
）
に
お
い
て
金
沢
城
史

料
叢
書
１
、２
と
し
て
、
全
面
的
に
翻
刻
し
た
。
参
照
さ
れ
た
い
。

こ
の
文
化
の
造
営
事
業
で
か
か
っ
た
費
用
は
銀
六
千
九
百
貫
匁
程
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
う
ち
実
に
八
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
が
藩
士
や
庶
民
な
ど
か
ら
事
実
上
の
献
金
に
よ
っ
て

ま
か
な
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
か
御
居
間
廻
や
奥
向
ば
か
り
で
な
く
表
向
き
の
座
敷
も
半

世
紀
ぶ
り
に
完
成
で
き
た
。

（
６
）
江
戸
後
期
の
二
ノ
丸
御
殿

文
化
の
造
営
以
降
の
御
殿
図
に
つ
い
て
は
、
六
十
を
こ
え
る
多
数
の
絵
図
が
残
っ
て

お
り
、
絵
図
編
年
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
参
考
に
な
る
重
要
な
出

来
事
を
述
べ
て
い
き
た
い
。

文
化
の
広
式
二
階
普
請

文
化
の
造
営
事
業
が
終
了
し
た
の
は
前
述
の
よ
う
に
文
化
七
年
七
月
の
こ
と
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
後
も
普
請
自
体
は
継
続
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
広
式
や

部
屋
方
の
二
階
部
分
の
増
築
で
あ
っ
た
。
文
化
八
年
六
月
に
御
大
工
篠
田
弥
三
兵
衛
は

「
二

御
丸
広
式
・
部
屋
方
二
階
建
揚
等
補
理
主
附
」
と
な
っ
て
お
り
（
篠
田
義
十
郎
「
先

祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」）
こ
の
と
き
の
普
請
に
携
わ
っ
て
い
た
が
、
№
43
「
御
広
式
向
御
二

階
之
分
絵
図
」（
加
越
能
文
庫
）
に
よ
れ
ば
、「
御
広
式
之
分
、
□
（
文
）化
十
酉
年
出
来
被
仰
付

大
脇
六
郎
左
衛

門
ゟ
図
り
出
ス

同
十
一
戌
孟
夏
十
二
日
写
之
」
と
の
記
載
が
あ
り
、
文
化
十
年
あ
た
り
に

も
広
式
二
階
部
分
の
増
築
工
事
の
完
成
が
目
指
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
具
体
的
な
普
請

の
推
移
に
つ
い
て
の
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
文
化
八
年
か
ら
十
年
ご
ろ
に
か
け
て
段

階
を
ふ
ん
で
広
式
二
階
部
分
の
普
請
が
進
め
ら
れ
て
い
た
状
況
が
読
み
取
れ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、「
御
広
式
向
御
二
階
之
分
絵
図
」
に
記
述
さ
れ
る
大
脇
六
郎

左
衛
門
は
文
化
七
年
に
二
ノ
丸
広
式
御
用
・
金
谷
広
式
御
用
主
附
を
勤
め
、
文
化
十
年

に
物
頭
並
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
（「
諸
頭
系
譜
」）。

ま
た
、
篠
田
弥
三
兵
衛
は
、
文
化
九
年
八
月
に
「
二

御
丸
奥
御
舞
台
・
御
見
物
所

等
御
補
理
主
附
」
に
も
命
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
広
式
等
二
階
の
普
請
と
ほ
ぼ
同
時
期
奥
能

舞
台
・
見
物
所
の
普
請
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
（
篠
田
義
十
郎
「
先
祖
由
緒
并
一

類
附
帳
」）。
こ
の
普
請
で
は
御
大
工
清
水
又
十
郎
も
携
わ
っ
て
い
る
が
（
金
沢
市
立
玉
川
図
書

館
清
水
文
庫
「
清
水
又
十
郎
相
続
以
来
二
ノ
丸
造
営
其
他
主
付
御
用
之
時
拝
領
目
録
」）
文
化
十
年
に
白
銀

を
拝
領
し
て
い
る
か
ら
こ
の
時
期
ま
で
に
は
普
請
が
終
了
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

側
室
栄
操
院
の
子
女
と
二
ノ
丸
御
殿

つ
い
で
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
に
は
、
御
寝
所
・
御
居
間
の
「
御
住
居
替
」
が
行
わ

れ
て
い
る
（
前
掲
清
水
文
庫
「
清
水
又
十
郎
相
続
以
来
二
ノ
丸
造
営
其
他
主
付
御
用
之
時
拝
領
目
録
」）。
藩

主
の
生
活
エ
リ
ア
の
普
請
で
あ
る
。「
御
風
呂
屋
」
が
数
寄
屋
屋
敷
へ
降
り
た
の
は
こ

の
と
き
の
こ
と
と
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
文
化
八
年
七
月
、
待
望
の
男
子
と
し
て
二
ノ
丸
広
式
で
誕
生
し
た
藩
主
斉
広

の
子
勝
千
代
（
の
ち
の
十
三
代
藩
主
斉
泰
）
は
、
文
政
三
年
に
は
十
歳
に
な
り
、
斉
広
と
相

殿
と
す
る
こ
と
に
し
て
御
居
間
書
院
に
居
を
移
し
た
（
加
越
能
文
庫
「
官
私
随
筆
」）。
御
居

間
書
院
は
、
藩
主
と
重
臣
た
ち
が
集
ま
り
政
策
や
人
事
な
ど
を
議
し
た
場
所
で
あ
る
。

御
大
工
清
水
篤
卿
（
又
十
郎
）
が
記
し
た
№
52
「
二
之
丸
御
殿
御
補
修
絵
図
」（
清
水
文
庫
）

は
こ
の
と
き
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。「
補
裡
」
と
あ
り
、
勝
千
代
の
住
ま
い
と

し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
造
り
替
え
ら
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

一
方
、
今
一
度
同
じ
頃
の
広
式
に
目
を
移
す
と
、
広
式
に
は
斉
泰
同
母
の
妹
寛
姫
の

居
間
が
新
築
さ
れ
た
。
寛
姫
は
文
化
十
二
年
六
月
誕
生
し
、
文
政
十
年
、
小
倉
藩
主
小

笠
原
忠
徴
に
嫁
す
た
め
真
龍
院
（
斉
広
正
室
鷹
司
氏
）
の
養
女
と
な
り
、
同
十
二
年
金
沢
を
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発
輿
し
て
い
る
。
前
掲
「
二
之
丸
御
殿
御
補
修
絵
図
」
に
「
寛
姫
御
居
間
」
と
の
文
字

が
見
え
る
か
ら
、
幼
少
期
に
は
す
で
に
こ
の
「
御
居
間
」
に
居
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
「
寛
姫
御
居
間
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
文
化
六
年
の
絵
図
な
ど
と
見
比
べ
る
と
、
普
請

を
行
っ
た
形
跡
が
み
ら
れ
（
前
掲
「
清
水
又
十
郎
相
続
以
来
二
ノ
丸
造
営
其
他
主
付
御
用
之
時
拝
領
目
録
」

参
照
）、「
文
化
十
二
年
四
月
二
之

御
丸
御
広
式
御
対
面
所
御
建
継
被
仰
付
」
と
い
う

か
ら
部
屋
自
体
は
文
化
十
二
年
頃
に
竣
工
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
寛
姫
発
輿
後
も
こ
の
居
間
は
残
さ
れ
た
よ
う
で
、
絵
図
を
み
る
と
こ
の
あ
た

り
の
間
取
り
に
変
化
は
な
い
。

文
政
五
年
に
斉
広
は
家
督
を
斉
泰
に
譲
り
、
現
在
の
兼
六
園
の
地
に
竹
沢
御
殿
を
築

い
て
移
っ
た
。
斉
広
は
こ
の
竹
沢
御
殿
で
い
わ
ゆ
る
教
諭
政
治
を
展
開
す
る
が
、
二
年

後
の
文
政
七
年
に
死
去
し
た
。
斉
広
が
没
す
る
や
側
室
で
竹
沢
御
殿
に
居
た
斉
泰
の
生

母
栄
操
院
が
竹
沢
御
殿
を
は
な
れ
、
二
ノ
丸
の
広
式
に
移
っ
た
（「
本
藩
歴
譜
」『
金
沢
市
史
』

資
料
編
３
所
収
）。
栄
操
院
は
、
藩
士
小
野
木
助
三
の
娘
で
、
十
二
代
斉
広
の
側
室
と
な
り
、

斉
泰
を
含
め
三
男
六
女
を
儲
け
て
い
る
。

天
保
九
年
（
一
八
三
八
）、江
戸
の
藩
邸
に
居
た
真
龍
院
が
金
沢
に
来
る
こ
と
に
な
っ
た
。

金
沢
に
お
け
る
彼
女
の
御
座
所
に
つ
い
て
は
、
二
ノ
丸
の
広
式
が
手
狭
で
あ
る
と
し
て

金
谷
広
式
の
「
補
理
」
を
行
い
居
所
と
定
め
た
（「
成
瀬
正
敦
日
記
」
天
保
八
年
四
月
二
十
五
日
条
）。

金
谷
出
丸
に
居
所
を
設
け
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
の
（
金
谷
御
殿
、の
ち
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）

に
松
の
御
殿
と
改
称
）、
真
龍
院
が
本
来
二
ノ
丸
広
式
に
入
る
べ
き
存
在
で
あ
る
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
。

弘
化
・
嘉
永
・
安
政
期
の
二
ノ
丸
御
殿
と
藩
主
家

弘
化
頃
に
な
る
と
、
二
ノ
丸
御
殿
の
儀
式
典
礼
や
藩
士
の
詰
所
と
し
て
の
表
向
の
エ

リ
ア
が
藩
主
の
子
息
の
部
屋
と
し
て
使
わ
れ
た
徴
証
が
み
ら
れ
る
。
弘
化
四
年
二
月
、

斉
泰
の
子
基
五
郎
・
豊
之
丞
が
松
の
間
に
移
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
基
五
郎
と
豊
之
丞

は
側
室
久
世
氏
（
馨
袖
院
）
を
母
に
も
つ
同
母
の
兄
弟
で
、
基
五
郎
は
天
保
四
年
、
豊
之

丞
は
天
保
六
年
に
そ
れ
ぞ
れ
二
ノ
丸
の
広
式
で
誕
生
し
て
い
る
。
年
寄
奥
村
栄
通
の
日

記
「
官
事
拙
筆
」（『
加
賀
藩
史
料
』
第
十
五
編
）
に
よ
れ
ば
松
の
間
は
二
人
が
入
る
こ
と
を

想
定
し
て
普
請
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
基
五
郎
は
十
五
歳
で
額
に
角
入
の
儀

式
を
行
っ
て
い
る
。

す
で
に
金
谷
出
丸
に
お
い
て
は
真
龍
院
の
御
殿
（
弘
化
二
年
に
松
の
御
殿
と
改
称
）
に
加
え
、

世
子
慶
寧
（
母
は
斉
泰
正
室
溶
姫
）
の
御
殿
（
金
谷
御
殿
）
が
相
殿
と
し
て
設
け
ら
れ
て
お
り
、

金
谷
に
住
居
し
に
く
い
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

続
く
嘉
永
期
に
は
、
広
式
や
御
居
間
廻
り
に
か
け
て
普
請
が
進
め
ら
れ
た
。
嘉
永
三

年
御
大
工
山
上
全
之
助
が
「
二

御
丸
御
広
式
御
奥
廻
り
御
補
理
替
御
用
主
附
」
を
命

ぜ
ら
れ
た
と
い
う
（
山
上
久
男
「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」）
か
ら
、
こ
の
こ
ろ
広
式
等
の
普
請

が
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。

二
ノ
丸
広
式
御
用
な
ど
を
勤
め
た
赤
井
伝
右
衛
門
の
覚
書
に
よ
れ
ば
、
嘉
永
六
年

（
一
八
五
三
）
七
月
、
二
ノ
丸
広
式
奧
御
居
間
・
部
屋
方
の
普
請
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、

御
寝
所
前
に
新
庭
を
つ
く
っ
た
と
い
い
、
泉
水
は
「
城
内
第
一
等
の
清
水
也
」
と
い
う

（「
見
聞
袋
群
斗
記
草
稿
」）。

こ
の
時
期
に
御
広
式
の
普
請
が
進
め
ら
れ
た
の
は
真
龍
院
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た

の
か
、
翌
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
六
月
に
金
谷
出
丸
に
存
し
た
松
の
御
殿
よ
り
こ
こ
に

移
っ
た
。

安
政
二
年
九
月
に
な
る
と
、
斉
泰
の
子
で
藩
の
重
臣
前
田
図
書
家
（
七
〇
〇
〇
石
）
に

養
子
に
遣
わ
さ
れ
て
い
た
桃
之
助
が
養
家
よ
り
戻
り
、
二
ノ
丸
蔦
の
間
に
移
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
蔦
の
間
は
「
国
格
類
聚
」
に
「
若
年
寄
中
・
御
家
老
御
用
取
捌
」
な
ど

と
あ
っ
て
家
老
や
若
年
寄
が
政
務
を
行
う
部
屋
で
あ
っ
た
。
桃
之
助
は
そ
の
後
蔦
の
間

を
出
て
大
聖
寺
藩
主
家
を
継
ぎ
最
後
の
藩
主
利
鬯
と
な
っ
た
。

金
沢
城
の
「
御
守
殿
」

幕
末
期
の
文
久
三
年
に
な
る
と
、
十
一
代
将
軍
徳
川
家
斉
の
娘
で
十
三
代
斉
泰
の
正

室
で
あ
る
溶
姫
が
金
沢
城
の
広
式
の
主
に
な
っ
た
。
幕
末
の
政
情
不
安
を
背
景
に
、
幕

府
の
参
勤
交
代
の
制
度
緩
和
政
策
の
も
と
領
国
へ
の
下
向
が
決
定
さ
れ
た
。
溶
姫
の
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下
向
に
際
し
金
沢
城
二
ノ
丸
御
殿
の
住
居
を
「
御
守
殿
」
と
称
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

五
十
人
以
上
の
女
性
た
ち
、
幕
臣
・
藩
士
を
従
え
て
の
道
中
で
あ
っ
た
。
江
戸
の
本
郷

邸
と
異
な
り
金
沢
の
「
御
守
殿
」
で
は
松
の
間
付
近
・
御
居
間
廻
の
斉
泰
の
部
屋
を
溶

姫
や
御
附
の
女
性
た
ち
の
生
活
空
間
と
し
て
取
り
込
ん
だ
。
そ
れ
ま
で
二
ノ
丸
の
広
式

に
住
ま
い
し
て
い
た
真
龍
院
は
二
ノ
丸
広
式
か
ら
現
在
の
兼
六
園
の
地
に
巽
新
殿
を
造

営
し
こ
こ
に
移
っ
た
。
溶
姫
の
下
向
は
金
沢
城
の
歴
史
に
と
っ
て
大
き
な
出
来
事
で
あ

り
、
こ
の
時
期
の
御
殿
全
域
図
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
部
屋
方
・
広
式
な
ど
一
部
を
描

く
も
の
し
か
な
い
。
新
た
な
絵
図
が
出
て
く
る
の
を
俟
ち
た
い
。

（
７
）
明
治
維
新
前
後
の
金
沢
城

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
慶
寧
が
藩
主
と
な
る
と
、
職
制
を
は
じ
め
急
激
な
諸
改
革
が

断
行
さ
れ
た
。
城
を
め
ぐ
る
環
境
も
大
き
く
変
わ
り
、
二
ノ
丸
御
殿
は
藩
主
の
居
住
・

執
務
空
間
か
ら
軍
事
の
中
心
施
設
へ
と
性
格
が
変
化
す
る
。
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）、
二

ノ
丸
御
殿
で
は
会
議
所
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

翌
明
治
二
年
三
月
に
慶
寧
が
版
（
土
地
）
と
籍
（
人
民
）
を
新
政
府
に
返
還
す
る
こ
と
を

申
し
出
（
版
籍
奉
還
）、
二
ノ
丸
御
殿
中
で
年
寄
本
多
政
均
が
暗
殺
さ
れ
る
と
い
う
シ
ョ
ッ

キ
ン
グ
な
事
件
が
起
こ
っ
た
の
は
こ
の
年
の
八
月
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
出
来
事

は
白
昼
起
っ
た
事
件
だ
け
に
動
揺
は
隠
し
き
れ
な
か
っ
た
。
急
激
な
社
会
変
革
に
と
も

な
う
矛
盾
の
あ
ら
わ
れ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
年
の
十
月
、
藩
知
事

慶
寧
は
二
ノ
丸
を
出
て
年
寄
本
多
資
松
（
政
均
の
子
）
邸
に
移
り
（
広
坂
御
住
居
）、
か
わ
っ

て
城
跡
に
は
藩
兵
の
屯
所
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
不
要
な
建
物
の
取
り
壊
し
も

始
ま
る
な
ど
、
明
治
三
年
頃
か
ら
城
内
の
景
観
に
変
化
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
旧

二
ノ
丸
御
殿
で
も
、
明
治
二
年
十
一
月
に
も
と
の
竹
の
間
を
兵
隊
屯
所
と
す
る
た
め
の

修
繕
が
開
始
さ
れ
る
（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
清
水
文
庫
「
雑
留
帳
」）
な
ど
旧
態
を
残
し
な
が
ら

も
金
沢
藩
の
手
に
よ
っ
て
改
変
さ
れ
、
二
ノ
丸
に
は
士
官
養
成
と
兵
卒
訓
練
を
行
う
場

と
し
て
の
学
塾
兵
舎
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
変
化
と
と
も
に
城
地
の
所
管
も
刻
々

と
変
わ
っ
た
。
明
治
四
年
に
は

城
地
が
兵
部
省
管
轄
下
、
翌
五

年
に
は
陸
軍
省
の
所
管
と
な
っ

た
。
最
近
、
明
治
五
年
の
絵
図

を
得
る
こ
と
が
で
き
た
が
（
三

節
参
照
の
こ
と
）、
陸
軍
省
管
掌
下

の
も
と
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

軍
事
拠
点
と
し
て
の
性
格
を

強
め
て
き
た
金
沢
城
で
あ
る

が
、
明
治
初
年
ご
ろ
の
二
ノ
丸

御
殿
の
様
子
を
書
き
留
め
た
も

の
は
少
な
い
。
明
治
三
年
十
一

月
に
御
殿
内
を
見
分
し
た
旧
藩

士
成
瀬
正
居
に
よ
れ
ば
、
旧
藩

主
の
居
住
空
間
で
あ
る
御
居
間

廻
を
除
く
と
老
朽
化
し
て
い
る

状
況
で
あ
っ
た
と
い
う
（
金
沢
大

学
附
属
図
書
館
「
成
瀬
正
居
日
記
」
13
）。
老
朽
化
し
て
い
る
従
来
の
建
物
を
改
装
し
な
が
ら
利

用
し
て
き
た
様
子
が
わ
か
る
。

廃
藩
置
県
に
と
も
な
い
前
田
家
が
東
京
移
住
を
果
た
す
と
、
城
内
の
改
修
は
国
家
事

業
と
し
て
加
速
さ
れ
た
。
徴
兵
令
に
よ
る
国
民
兵
役
の
義
務
化
を
背
景
に
、
明
治
六
年

金
沢
に
名
古
屋
鎮
台
分
営
営
所
が
設
置
さ
れ
、
名
古
屋
鎮
台
よ
り
遠
藤
政
敏
中
尉
が
赴

任
し
二
ノ
丸
御
殿
菊
の
間
を
執
務
室
と
し
た
。
ま
た
、
名
古
屋
か
ら
軍
医
別
所
元
収
が

赴
任
す
る
と
、
広
式
や
部
屋
方
を
病
室
に
改
め
た
と
い
う
（『
稿
本
金
沢
市
史
』
市
街
編
第
四
）。

明
治
八
年
に
は
歩
兵
第
七
連
隊
が
城
内
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
少
佐
津
田
正
芳

8
重熈

参考〔加賀藩主前田家略系図〕

1
前田利家

2
利長

3
利常

4
光高

5
綱紀

6
吉徳

7
宗辰

9
重靖
10
重教 斉広
11
治脩

12
斉広

13
斉泰

14
慶寧

真龍院

12
斉広

栄操院

13
斉泰

溶姫

寛姫

14
慶寧

久徳氏（側室）

多慶若（のち利嗣）

利常

（側室）
（註）
実子は 、養子は で
結び、正室、側室は
で示した
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が
菊
の
間
を
執
務
室
と
し
、
翌
九
年
に
は
、
旧
御
殿
内
の
松
の
間
・
竹
の
間
・
柳
の
間
・

膳
所
・
台
所
を
三
個
中
隊
の
兵
舎
に
改
造
し
五
十
間
長
屋
に
大
隊
本
部
・
一
個
中
隊
の

兵
舎
が
置
か
れ
た
（『
稿
本
金
沢
市
史
』
市
街
編
第
四
）。

明
治
十
四
年
一
月
、
旧
御
殿
は
内
部
か
ら
の
失
火
に
よ
っ
て
焼
失
し
、
名
実
と
も
に

そ
の
役
割
を
終
え
た
。

二

二
ノ
丸
御
殿
図

個
別
解
題

石
野
友
康
・
木
越
隆
三

（
１
）
前
期
（
寛
文
～
宝
暦
８
年
）

こ
こ
で
は
二
ノ
丸
御
殿
図
の
う
ち
十
七
世
紀
後
半
か
ら
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
に
幕

府
の
巡
見
上
使
が
来
訪
し
た
と
き
に
作
成
さ
れ
た
絵
図
ま
で
を「
前
期
二
ノ
丸
御
殿
図
」

と
し
て
収
載
す
る
。

こ
の
時
期
の
御
殿
絵
図
と
し
て
は
、
五
代
藩
主
前
田
綱
紀
期
の
貞
享
・
元
禄
期
と
、

宝
暦
五
年
、
幕
府
の
巡
見
上
使
が
訪
れ
た
際
に
作
成
さ
れ
た
も
の
が
総
数
13
点
を
数
え

る
。
こ
の
う
ち
二
ノ
丸
御
殿
の
全
域
を
描
い
た
も
の
は
４
点
、
部
分
を
描
い
た
も
の
７

点
の
ほ
か
に
、
金
沢
城
全
体
図
の
中
か
ら
二
ノ
丸
御
殿
部
分
を
抽
出
し
た
も
の
２
点
を

加
え
、
本
書
で
は
別
刷
２
点
を
含
む
13
点
を
収
載
す
る
。

№
１
「
金
沢
城
二
之
丸
座
舗
之
図
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
加
越
能
文
庫
）（
別
刷
）

写
図
で
は
あ
る
が
、
金
沢
城
二
ノ
丸
御
殿
と
し
て
最
も
古
く
十
七
世
紀
後
半
頃
の
景

観
を
描
く
。「
二
ノ
丸
座
敷

元
禄
年
中
マ
テ
ノ
御
絵
図
写
」・「
二
御
丸
惣
屋
形
絵
図

但
御
居
間
廻
□
御
小
書
院
等
建
替
り
不
申
以
前
之
絵
図
ニ
御
座
候
」
と
い
う
表
題
が
付

さ
れ
て
い
る
。
数
寄
屋
屋
敷
に
建
物
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
元
禄
九
年
に
御
殿
を

拡
張
す
る
以
前
の
様
子
を
描
い
て
い
る
。
黒
書
院
・
白
書
院
と
い
う
古
い
呼
称
を
用
い

て
お
り
、楽
屋
多
門
北
側
の
出
し
が
三
つ
あ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
表
向
き
・

御
居
間
廻
り
と
御
広
式
が
分
離
し
た
建
物
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
寛
永
年
間
の
御
殿
草

創
期
の
状
況
を
彷
彿
さ
せ
る
間
取
り
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
奥
敷
台
か
ら
あ
が
っ
た

付
近
は
二
階
建
て
だ
っ
た
よ
う
で
「
二
か
い
物
置
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

№
２
「
金
沢
城
座
敷
之
図
二
之
丸
」（
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
大
鋸
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）

十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
景
観
で
、
二
ノ
丸
御
殿
全
体
を
描
く
。

「
御
新
宅
」
＝
増
築
箇
所
を
青
色
で
示
し
て
お
り
、
朱
引
き
に
よ
っ
て
「
道
筋
」
を
表

示
す
る
。こ
の
朱
引
き
導
線
が
何
を
示
す
か
は
不
明
で
、今
後
の
研
究
が
待
た
れ
る
。「
金

沢
城
二
之
丸
座
舗
之
図
」
で
は
分
離
さ
れ
て
い
た
表
向
き
と
居
間
廻
り
、
御
居
間
廻
り

と
広
式
が
つ
な
が
る
よ
う
に
な
り
、
数
寄
屋
丸
の
部
屋
方
も
確
認
で
き
る
。
二
ノ
丸
御

殿
は
貞
享
か
ら
元
禄
期
に
か
け
て
段
階
的
に
整
備
さ
れ
て
い
く
が
（「
元
禄
雑
記
」）、
こ
の

時
期
に
二
ノ
丸
御
殿
の
間
取
り
が
ほ
ぼ
固
ま
っ
た
。

№
３
「
金
沢
城
中
惣
絵
図
」（
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
）

十
八
世
紀
前
半
、
六
代
藩
主
吉
徳
時
代
の
金
沢
城
全
域
図
の
中
に
描
か
れ
た
二
ノ
丸

御
殿
図
で
あ
る
。
凡
例
に
よ
る
と
「
御
家
廻
り
御
長
屋
諸
役
所
等
」「
御
櫓
」「
御
土
蔵
」

「
二
重
塀

但
シ
墨
引
土
蔵
・
掛
塀
共
」「
足
軽
番
所
」の
五
色
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。

№
４
「
金
沢
城
図
」（
横
山
隆
昭
氏
）

十
八
世
紀
前
半
の
金
沢
城
全
体
を
描
く
絵
図
（
全
域
図
）
で
あ
る
。
詳
細
は
す
で
に『
絵

図
で
み
る
金
沢
城
』
で
述
べ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

二
ノ
丸
御
殿
部
分
に
注
目
す
る
と
、「
松
の
間
」・「
奥
書
院
」
と
い
う
文
字
が
見
え
、

残
存
す
る
絵
図
の
な
か
で
は
「
松
の
間
」「
奥
書
院
」
の
初
見
と
な
る
。「
松
の
間
」
は

加
賀
八
家
と
よ
ば
れ
た
重
臣
（
年
寄
）
が
詰
め
る
部
屋
で
あ
り
、「
奥
書
院
」
は
藩
主
在

国
時
に
諸
大
夫
の
年
寄
が
藩
主
に
拝
礼
す
る
部
屋
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

№
８
絵
図
と
そ
れ
ほ
ど
御
殿
の
形
は
変
わ
っ
て
い
な
い
が
、
楽
屋
多
門
や
数
寄
屋
丸

の
部
屋
方
で
形
状
が
異
な
っ
て
い
る
。
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№
５
「
金
沢
城
図
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
大
友
文
庫
）

前
期
の
金
沢
城
全
体
を
描
く
が
（
全
域
図
）、精
度
の
高
い
絵
図
で
あ
り
、建
物
や
土
居
・

塀
な
ど
七
種
類
の
施
設
を
六
色
で
色
分
け
し
て
い
る
。
城
内
に
引
か
れ
た
辰
巳
用
水
の

水
路
は
青
色
で
描
い
て
い
る
。
作
事
所
で
作
成
さ
れ
た
藩
用
図
で
金
谷
御
殿
の
形
状
な

ど
か
ら
十
八
世
紀
前
半
の
姿
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
二
ノ
丸
御
殿
に
つ
い
て

は
詳
細
な
情
報
を
持
ち
合
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
時
期
の
形
状
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

№
６
「
金
府
城
二
ノ
丸
」（（
公
財
）
静
嘉
堂
文
庫
）

加
賀
八
家
奥
村
家
（
嫡
流
）
に
大
工
と
し
て
仕
え
た
池
上
家
伝
来
の
二
ノ
丸
御
殿
の

部
分
図
で
あ
る
。
御
居
間
先
土
蔵
の
形
状
等
か
ら
宝
暦
大
火
以
前
の
景
観
を
描
い
て
い

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
段
低
い
部
屋
方
の
部
分
が
描
か
れ
て
い
な
い
。「
塀
重
門
」

の
位
置
も
異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
記
で
あ
ろ
う
か
。
御
居
間
廻
り
か
ら
広
式
に

か
け
て
水
路
が
描
か
れ
て
い
る
。

№
７
「
二
ノ
御
丸
絵
図
」（
金
沢
大
学
附
属
図
書
館
）

御
居
間
先
土
蔵
の
形
状
な
ど
か
ら
宝
暦
九
年
の
大
火
以
前
の
様
相
を
描
い
て
い
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。「
文
化
十
三
年
子
正
月
写
之
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
絵
図
自
体
の

成
立
は
文
化
十
三
年
以
前
で
あ
る
。御
居
間
の
傍
ら
に「
鳥
へ
や
」と
あ
り
注
目
で
き
る
。

№
８
「
二
ノ
丸
御
殿
図
」（
普
森
清
美
氏
）

表
向
や
御
居
間
廻
り
の
エ
リ
ア
を
青
色
に
し
、
奥
向
部
分
を
緑
色
に
色
付
け
し
て
い

る
。
前
期
金
沢
城
の
様
相
を
示
し
て
お
り
、
数
寄
屋
屋
敷
に
建
物
が
な
く
、「
橋
爪
頬

当
御
門
」
と
す
る
な
ど
元
禄
期
よ
り
古
い
時
期
の
様
相
を
示
し
な
が
ら
も
、
そ
の
時
期

の
絵
図
と
の
間
で
齟
齬
が
あ
り
、
景
観
年
代
に
つ
い
て
は
検
討
を
要
す
る
。
五
十
間
長

屋
を
「
鉛
屋
ね
御
長
屋
」、
御
居
間
先
土
蔵
に
は
「
銅
屋
ね
御
土
蔵
」
と
す
る
な
ど
興

味
深
い
内
容
も
含
む
。

№
９
「
金
沢
城
二
之
丸
御
殿
絵
図
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
清
水
文
庫
）

金
沢
城
の
全
域
図
の
う
ち
、
二
ノ
丸
部
分
を
拡
大
し
た
も
の
で
あ
る
。
藩
の
御
大
工

清
水
家
に
伝
来
し
た
絵
図
で
あ
る
。「
若
年
寄
中
席
」「
新
番
頭
溜
」
な
ど
の
貼
紙
が
み

え
る
。
金
谷
出
丸
の
文
庫
数
か
ら
、
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
頃
の
景
観
と
推
測
で
き
る
。

№
10
「
金
沢
城
御
城
中
絵
図
（
御
家
廻
り
）」（
石
川
県
立
図
書
館
）（
別
刷
）

宝
暦
五
年
四
月
に
金
沢
へ
派
遣
さ
れ
た
巡
見
上
使
に
閲
覧
さ
せ
る
目
的
で
作
成
さ
れ

た
絵
図
の
写
で
、
二
ノ
丸
御
殿
全
域
を
描
い
た
絵
図
。
表
向
や
御
居
間
廻
り
の
所
々
に

貼
紙
が
あ
り
、「
若
年
寄
中
席
」「
御
使
番
溜
」
な
ど
の
記
述
が
あ
る
。

№
11
「
金
沢
城
図
（
写
）
二
ノ
御
丸
御
家
廻
り
并
御
広
式
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
氏
家
文
庫
）

城
代
の
指
示
に
よ
り
作
事
所
に
て
作
成
さ
れ
た
二
ノ
丸
御
殿
全
域
を
描
い
た
絵
図
と

推
定
で
き
る
。
提
出
日
（
宝
暦
五
年
二
月
十
日
）
の
記
載
が
あ
る
。
№
10
と
同
じ
も
の
で
あ

る
が
、
№
７
で
み
ら
れ
る
貼
紙
は
本
図
で
は
見
当
た
ら
な
い
。

№
12
「
二
之
丸
御
殿
図
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
大
友
文
庫
）

№
13
「
二
之
丸
間
取
図
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
大
友
文
庫
）

№
12
、
№
13
と
も
二
ノ
丸
御
殿
の
全
体
を
描
く
。
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
の
図
で
、

間
取
り
な
ど
か
ら
宝
暦
五
年
、
幕
府
巡
見
上
使
が
金
沢
に
訪
れ
る
の
に
際
し
作
成
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
楽
屋
多
門
西
側
の
「
御
釜
屋
」
あ
た
り
の
書
き
方

が
若
干
異
な
っ
て
い
る
。

（
２
）
中
期
（
宝
暦
９
年
～
文
化
５
年
）

二
ノ
丸
御
殿
は
宝
暦
九
年
の
大
火
で
焼
失
し
再
建
事
業
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
の
時
期
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の
景
観
を
示
す
絵
図
は
二
ノ
丸
御
殿
全
体
を
描
い
た
も
の
四
点
の
み
が
残
さ
れ
て
お

り
、
本
書
で
は
、
四
点
（
別
刷
一
点
を
含
む
）
す
べ
て
収
載
す
る
。
こ
れ
ら
の
絵
図
に
よ
っ

て
宝
暦
大
火
後
二
ノ
丸
御
殿
は
順
次
普
請
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
の
、
表
御
殿
の

中
核
を
な
す
竹
の
間
等
大
広
間
の
完
成
を
み
な
か
っ
た
様
子
を
視
覚
的
に
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

№
1４
「
宝
暦
年
中
二
之
御
丸
御
殿
地
指
図
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
大
友
文
庫
）

再
建
が
は
じ
ま
っ
た
頃
の
二
ノ
丸
御
殿
全
域
を
描
い
た
絵
図
で
あ
る
。
屋
根
図
の
重

ね
書
き
や
排
水
路
等
の
書
き
込
み
が
あ
り
「
や
ね
形

水
は
き
樋
砂
溜
」
の
文
字
が
み

え
る
。
造
営
事
業
を
進
め
る
た
め
御
大
工
な
ど
に
指
示
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
絵
図

と
考
え
ら
れ
る
。

№
1５
「
文
化
焼
失
以
前
二
の
丸
之
図
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
加
越
能
文
庫
）（
別
刷
）

二
ノ
丸
御
殿
全
域
を
描
い
て
い
る
。
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
や
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）

に
建
て
ら
れ
た
旨
を
貼
紙
で
示
し
た
箇
所
が
あ
り
、
宝
暦
大
火
後
の
再
建
が
段
階
を
踏

ん
で
進
ん
で
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
竹
の
間
な
ど
表
向
の
一
部
は
未
だ

見
ら
れ
ず
、
再
建
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

№
１６
「
二
之
丸
御
殿
幷
御
広
式
御
絵
図
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
清
水
文
庫
）

加
賀
藩
御
大
工
清
水
家
旧
蔵
の
二
ノ
丸
御
殿
全
域
図
で
あ
る
。「
寛
政
五
歳
四
月
改

之
」と
の
注
記
か
ら
宝
暦
大
火
以
降
寛
政
五
年
ま
で
に
再
建
さ
れ
た
姿
を
示
し
て
い
る
。

貼
紙
に
「
御
居
間
三
間
四
方
二
重
板
敷
ア
イ
に
糠
入
」「
御
用
之
御
間
二
間
半
ニ
三
間

右
同
断
」
な
ど
の
記
述
が
あ
っ
て
「
寛
政
五
年
ニ
出
来
被
仰
付
候
事
」
と
見
え
る
。
御

居
間
書
院
三
ノ
間
脇
の
部
屋
に
は
「
佐
渡
守
様
御
溜
」
と
の
貼
紙
が
あ
り
、
十
代
藩
主

重
教
の
子
斉
敬
（
寛
政
七
年
に
十
八
歳
で
没
）
の
部
屋
が
あ
り
、
こ
れ
と
も
年
代
的
に
齟
齬

は
な
い
。
寛
政
五
年
段
階
は
表
向
の
竹
の
間
・
表
式
台
・
表
能
舞
台
が
再
建
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
150
分
の
１
の
縮
尺
図
。

№
1７
「
金
沢
表
二
之
御
丸
御
殿
並
御
広
式
御
絵
図
」（
村
松
家
）

二
ノ
丸
御
殿
全
域
を
描
い
た
図
で
、
基
本
は
№
16
と
同
じ
絵
図
で
150
分
の
１
の
縮
尺

図
。
№
16
図
に
貼
紙
で
見
え
る
「
御
居
間
三
間
四
方
二
重
板
敷
ア
イ
に
糠
入
」「
御
用

之
御
間
二
間
半
ニ
三
間
右
同
断
」
な
ど
の
記
述
が
本
図
に
も
あ
る
。
た
だ
し
№
16
に
み

え
る
「
佐
渡
守
様
御
溜
」
の
文
字
は
見
え
な
い
。

（
３
）
後
期
（
文
化
６
年
～
明
治
５
年
）

文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
正
月
の
二
ノ
丸
火
災
で
全
焼
し
た
二
ノ
丸
御
殿
が
文
化
五
～

七
年
に
か
け
再
建
さ
れ
る
過
程
で
、
普
請
・
作
事
の
現
況
図
・
計
画
図
と
推
定
さ
れ
る

も
の
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
再
建
な
っ
た
文
化
七
・
八
年
以
後
の
姿
を
描
く
二
ノ
丸
御

殿
図
も
数
多
く
残
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
文
化
五
年
火
災
の
あ
と
明
治
初
期
ま
で
の
景

観
を
描
く
二
ノ
丸
御
殿
図
の
う
ち
、
変
化
や
特
徴
が
顕
著
な
も
の
を
中
心
に
解
説
す

る
。
と
い
う
の
は
、
近
世
後
期
の
二
ノ
丸
御
殿
図
の
半
数
、
約
三
〇
点
は
文
化
再
建
直

後
の
姿
も
し
く
は
再
建
途
中
に
描
か
れ
た
二
ノ
丸
御
殿
図
で
あ
り
、
そ
の
す
べ
て
に
つ

い
て
説
明
す
る
こ
と
は
煩
雑
で
あ
り
、
略
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
景
観
年
次
の
特
定

す
ら
難
し
い
御
殿
部
分
図
も
相
当
数
含
ま
れ
る
の
で
、
解
説
は
限
定
的
に
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。

文
化
再
建
後
の
二
ノ
丸
御
殿
図
は
、
部
分
図
も
含
め
れ
ば
六
〇
点
を
超
え
る
が
、
景

観
年
代
の
特
定
が
難
し
い
部
分
図
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
だ
け
関
連
の
あ
る
絵
図
に
近

接
さ
せ
配
列
し
、
景
観
年
代
に
つ
い
て
の
言
及
を
避
け
た
も
の
も
あ
る
。
御
殿
全
体
を

描
く
絵
図
の
配
列
は
、
景
観
年
代
に
則
し
五
つ
の
時
期
ご
と
に
区
分
し
、
各
時
期
の
全

体
図
と
関
連
の
あ
る
部
分
図
を
各
時
期
に
分
け
、
御
殿
の
変
遷
過
程
が
た
ど
れ
る
よ
う

配
慮
し
た
。

文
化
六
年
以
後
、
最
後
の
藩
主
十
四
代
前
田
慶
寧
が
金
沢
城
か
ら
住
居
を
移
し
た
明
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治
二
年
（
一
八
六
九
）
十
月
ま
で
の
約
六
〇
年
間
を
、
二
ノ
丸
御
殿
絵
図
に
描
か
れ
た
景

観
変
化
を
も
と
に
区
分
す
る
と
左
の
五
時
期
に
区
分
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

＊
１
期
図
：
文
化
六
年
～
文
化
末
年

①
御
居
間
西
端
の
風
呂
場
が
風
呂
屋
階
段
脇
上
に
置
か
れ
、
②
広
式
と
松
の
間
と
の
間
に
土
蔵

を
配
置
す
る
点
が
、
御
殿
全
体
を
描
く
１
期
図
の
重
要
な
特
徴
で
あ
る
（
№
18
～
37
）。

＊
２
期
図
：
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
～
弘
化
四
年
修
理
以
前

１
期
図
の
特
徴
の
う
ち
②
に
変
化
は
な
い
が
、①
の
御
居
間
西
端
の
風
呂
場
位
置
が
部
屋
方（
前

期
の
数
寄
屋
丸
）
へ
移
設
さ
れ
た
こ
と
が
、
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
典
型
は
石
川
県
立
歴

史
博
物
館
図
（
№
48
）
だ
が
、天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
の
周
知
の
「
御
城
中
壱
分
碁
絵
図
」（
横

山
図
。№
55
）、前
田
育
徳
会
の
天
保
四
～
九
年
の
四
二
枚
組
図（
100
分
１
図
。№
56
～
59
別
刷
図
）

な
ど
も
、
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。

＊
３
期
図
：
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
～
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
七
月
修
理
以
前

１
期
図
の
特
徴
の
う
ち
②
で
も
変
化
が
あ
り
、
１
期
図
の
特
徴
①
・
②
と
も
に
変
化
し
た
。
②

で
の
変
化
と
い
う
の
は
、
広
式
と
松
の
間
と
の
間
に
あ
っ
た
単
立
の
土
蔵
が
消
え
、
直
線
廊
下

で
広
式
と
松
の
間
が
結
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
点
で
あ
る
。
こ
の
変
化
は
弘
化
四
年
に
藩
主
斉

泰
の
子
息
豊
之
丞
が
二
ノ
丸
御
殿
に
移
住
し
た
こ
と
に
伴
う
改
修
の
影
響
と
推
定
さ
れ
る
。
前

田
育
徳
会
の
「
御
城
分
間
御
絵
図
」（
№
64
）
や
石
川
県
立
図
書
館
・
三
井
文
庫
の
「
三
歩
碁
図
」

（
№
65
～
67
）
が
こ
の
時
期
を
代
表
す
る
御
殿
全
体
図
で
あ
る
。

＊
４
期
図
：
嘉
永
六
年
～
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
溶
姫
御
殿
以
前

１
～
３
期
図
と
異
な
り
居
間
廻
り
の
う
ち
御
居
間
南
縁
廊
下
が
直
線
に
な
っ
た
点
が
特
徴
で
、

３
期
図
に
上
記
の
改
修
が
加
え
ら
れ
た
も
の
を
４
期
図
と
し
た
。
居
間
廻
り
御
居
間
南
縁
廊
下

を
直
線
に
改
修
す
る
工
事
は
嘉
永
六
年
七
月
に
な
さ
れ
た
可
能
性
が
た
か
く
、
そ
の
際
の
改
修

部
分
図
（
№
69
）
も
残
っ
て
い
た
。
こ
の
時
期
の
全
体
図
は
青
硯
文
庫
所
蔵
図
一
点
（
№
68
）

の
み
で
あ
る
。

＊
５
期
図
：
文
久
三
年
溶
姫
御
殿
造
築
以
後
～
明
治
五
年

文
久
三
年
五
月
に
江
戸
藩
邸
の
御
守
殿
に
居
住
し
て
い
た
十
三
代
藩
主
斉
泰
正
室
溶
姫
（
十
一

代
将
軍
息
女
）
が
金
沢
城
二
ノ
丸
御
殿
に
移
住
し
、
そ
れ
に
伴
い
広
式
附
近
で
大
規
模
な
建
物

改
修
が
あ
り
、
松
の
間
周
辺
も
広
式
空
間
に
取
り
込
ま
れ
た
。
こ
の
溶
姫
移
住
に
伴
う
御
殿
改

築
の
規
模
は
相
当
大
き
く
、
二
ノ
丸
御
殿
の
表
向
き
へ
も
影
響
が
波
及
し
た
点
で
、
文
化
以
後

の
改
変
の
中
で
は
最
も
大
き
な
変
容
で
あ
っ
た（

１
）が
、
残
念
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
を
示
す
図
面
は

な
い
。
部
分
図
と
し
て
三
点
が
知
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
今
回
発
見
さ
れ
た
明
治
五
年
図
で
多

少
な
り
と
も
５
期
図
の
面
影
を
類
推
で
き
る
に
し
て
も
、
文
久
三
年
以
後
の
改
修
た
と
え
ば
、

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
四
月
に
十
四
代
藩
主
と
な
っ
た
慶
寧
が
移
住
し
た
と
き
の
御
居
間
廻

り
改
修
、
明
治
二
年
十
月
の
慶
寧
が
二
ノ
丸
御
殿
を
立
ち
去
っ
た
後
の
軍
（
兵
部
省
）
に
よ
る

改
修
な
ど
を
経
た
の
ち
の
景
観
を
描
く
の
で
、
単
純
に
５
期
図
を
想
定
で
き
る
と
い
い
き
れ
な

い
面
が
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。

こ
の
５
期
区
分
の
画
期
と
し
た
弘
化
四
年
改
修
、
嘉
永
六
年
七
月
修
理
、
文
久
三
年

溶
姫
御
殿
造
築
に
つ
い
て
は
、
一
節
で
そ
の
背
景
や
経
緯
な
ど
を
説
明
し
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
こ
れ
以
外
に
も
、
藩
主
の
居
間
廻
り
・
広
式
・
部
屋
方
で
改
修
や
増
築
が
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
が
、
確
た
る
文
献
史
料
は
乏
し
く
、
今
後
の
成
果
に
ま
ち
た
い
。

な
お
今
般
、
新
た
に
発
見
さ
れ
た
明
治
五
年
の
二
ノ
丸
御
殿
図
（
金
沢
城
廓
内
絵
図
面
）

に
つ
い
て
は
、
５
期
図
に
分
類
し
三
節
で
よ
り
詳
し
く
解
説
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

文
化
六
年
以
後
の
二
ノ
丸
御
殿
図
を
、
１
期
図
～
５
期
図
に
区
分
し
て
み
た
が
、
伝

来
経
緯
、
成
立
事
情
が
全
く
分
か
ら
な
い
絵
図
も
多
く
、
現
存
す
る
絵
図
景
観
の
限
り

で
景
観
年
代
を
推
理
し
、
上
記
の
五
期
に
い
ち
お
う
あ
て
は
め
て
み
た
試
論
で
あ
る
こ

と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。
御
殿
絵
図
の
作
成
年
次
・
製
作
事
情
が
皆
目
分
か
ら
な
い
ま

ま
、
描
か
れ
た
景
観
の
違
い
の
み
を
手
掛
か
り
に
前
後
関
係
を
判
定
す
る
の
は
、
想
像

以
上
に
難
し
い
作
業
で
あ
っ
た
。
景
観
・
外
形
の
相
違
が
、
写
し
た
と
き
の
ミ
ス
や
齟

齬
に
起
因
す
る
の
か
、
描
い
た
対
象
に
改
変
が
あ
っ
た
た
め
な
の
か
、
ま
た
実
際
に
生

じ
て
い
た
変
化
の
記
載
を
略
し
た
場
合
や
、
一
枚
の
絵
図
に
複
数
の
異
な
る
時
期
の
景

観
を
書
き
込
ん
だ
絵
図
も
あ
る
の
で
、
上
記
の
５
期
区
分
の
な
か
に
矛
盾
な
く
配
列
す
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る
の
は
簡
単
で
は
な
い
。
ま
た
説
明
も
不
十
分
に
な
っ
た
所
も
あ
ろ
う
。

５
期
に
分
類
配
列
す
る
に
あ
た
り
、
今
回
掲
載
し
た
図
版
の
景
観
は
あ
る
一
定
時
期

の
景
観
を
描
く
と
い
う
素
朴
な
仮
説
の
上
で
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

今
後
さ
ら
に
精
緻
な
考
証
を
行
う
と
き
の
作
業
仮
説
、
す
な
わ
ち
試
論
の
域
を
出
る
も

の
で
は
な
い
。

一
枚
の
絵
図
の
な
か
に
同
時
代
に
共
存
し
え
な
い
景
観
を
描
く
絵
図
も
あ
り
、
一
枚

の
絵
図
に
何
枚
も
の
修
正
貼
紙
が
あ
り
、
二
階
部
分
に
張
り
掛
け
を
施
し
た
も
の
も

あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
検
証
す
る
に
は
、
写
真
画
像
デ
ー
タ
に
よ
る
比
較
だ
け

で
は
不
備
が
あ
り
、
原
本
を
詳
細
に
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
今

後
の
課
題
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
示
し
た
５
期
分
類
は
、
金
沢
城
二
ノ
丸
御
殿
図
の
変
遷
を
究

明
す
る
基
礎
研
究
の
出
発
点
に
す
ぎ
な
い
。
原
本
精
査
を
進
め
る
こ
と
で
検
討
が
深
化

す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

■
１
期
図

№
18
「
二
の
丸
御
殿
絵
図
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
加
越
能
文
庫
）

文
化
五
年
六
月
か
ら
開
始
さ
れ
た
二
ノ
丸
御
殿
再
建
工
事
が
、
あ
る
程
度
進
ん
だ
文

化
六
年
四
月
二
十
六
日
に
、
十
二
代
藩
主
斉
広
は
新
し
い
御
殿
に
移
住
し
た
が
、
本
図

端
裏
に
「
文
化
六
己
巳
年
四
月
廿
六
日
御
移
徙
之
二
御
丸
御
殿
絵
図
」
と
記
す
の
で
、

そ
の
際
に
作
成
さ
れ
た
絵
図
と
み
て
よ
い
。
つ
ま
り
文
化
六
年
御
殿
再
建
途
中
の
平
面

図
で
あ
り
、
部
屋
方
や
表
能
舞
台
は
略
さ
れ
て
い
る
。
御
広
式
、
御
居
間
廻
り
の
再
建

が
進
展
し
て
い
た
よ
う
で
、
本
図
で
も
そ
の
部
分
の
文
字
記
載
が
詳
し
く
、
竹
の
間
な

ど
表
御
殿
や
松
の
間
附
近
は
文
字
記
載
が
少
な
く
、
再
建
工
事
は
外
観
は
お
お
む
ね
仕

上
が
っ
て
き
た
が
、内
部
の
建
築
装
飾
や
内
装
な
ど
は
未
完
で
あ
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。

文
化
十
四
年
に
死
去
す
る
慧
照
院
（
十
代
重
教
側
室
）
の
御
部
屋
が
画
か
れ
る
点
も
注
意

し
て
お
き
た
い
。
前
田
貞
醇
家
旧
蔵
。

№
19
「
文
化
六
己
巳
御
造
営
之
御
殿
図
」（
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
篠
原
一
宏
家
文
書
）

こ
れ
も
文
化
六
年
四
月
二
十
六
日
の
藩
主
斉
広
移
徙
の
頃
を
描
い
た
御
殿
平
面
図
で

あ
る
。
絵
図
端
に
書
か
れ
た
標
題
の
両
脇
に
「
文
化
五
年
五
月
廿
九
日
初
而
木
作
立

十
二
ケ
月
ニ
而
出
来
」「
御
居
間
先
御
土
蔵
ハ
正
月
ヨ
リ
取
掛
」
あ
る
い
は
「
四
月
廿

六
日
御
移
徙
被
遊
、
但
シ
御
小
書
院
・
竹
之
御
間
・
大
式
台
ハ
未
出
来
無
之
」
と
記
す

の
で
、
本
図
の
成
立
年
次
、
景
観
年
代
の
根
拠
と
な
る
。
前
号
と
極
め
て
近
似
し
、
部

屋
方
・
表
能
舞
台
が
略
さ
れ
る
。
篠
原
一
宏
家
旧
蔵
。

№
20
「
金
沢
城
二
之
丸
御
殿
図
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
加
越
能
文
庫
）（
別
刷
）

絵
図
端
に
「
己
巳
十
一
月
写
之
御
作
事
奉
行
小
堀
左
門
よ
り
」
と
記
さ
れ
る
の
で
、

こ
れ
も
文
化
六
年
の
再
建
中
の
御
殿
図
で
あ
る
。
前
二
点
と
異
な
り
数
寄
屋
丸
に
展
開

す
る
部
屋
方
の
再
建
状
況
と
表
能
舞
台
の
姿
を
継
ぎ
足
し
た
所
が
注
目
さ
れ
る
。
作
事

奉
行
小
堀
氏
の
所
持
す
る
原
図
・
余
図
を
合
成
し
作
成
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
文
化

六
年
再
建
途
中
の
全
域
図
と
し
て
代
表
的
な
も
の
な
の
で
別
刷
図
と
し
た
。
前
田
貞
醇

家
旧
蔵
。

№
21
「
金
沢
城
二
之
丸
図
」（
石
川
県
立
図
書
館
）

文
化
六
年
再
建
以
後
の
二
ノ
丸
御
殿
全
体
を
描
く
彩
色
平
面
図
。
作
成
事
情
や
伝
来

は
不
明
で
あ
る
。
次
頁
の
参
考
図
版
に
付
し
た
破
線
は
、
文
化
六
年
再
建
直
後
、
文
化

末
年
ま
で
の
１
期
図
の
特
徴
と
い
え
る
①
風
呂
屋
階
段
脇
上
に
置
か
れ
た
風
呂
場
、
②

広
式
と
松
の
間
の
間
に
あ
る
土
蔵
、
の
位
置
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

№
22
「
金
谷
御
殿
間
取
図
（
金
沢
城
二
ノ
丸
御
殿
間
取
図
）」（
富
山
県
立
図
書
館
）

所
蔵
機
関
で
は
本
図
の
名
称
を
「
金
谷
御
殿
間
取
図
」
と
す
る
が
、
描
か
れ
た
姿
は

文
化
六
年
再
建
後
の
金
沢
城
二
ノ
丸
御
殿
の
全
域
を
描
く
彩
色
平
面
図
で
あ
っ
た
。
描

写
景
観
は
前
号
に
近
い
。
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〔
参
考
図
版
〕
21

金
沢
城
二
之
丸
図
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№
23
「
二
の
御
丸
惣
絵
図
（
三
歩
碁
）」（
金
沢
大
学
附
属
図
書
館
）

絵
図
裏
面
に
「
文
化
九
年
申
正
月
夜
中
於
私
宅
拵
直
之

山
本
庄
助
」
と
記
す
の
で
、

こ
れ
も
文
化
再
建
直
後
の
彩
色
全
体
平
面
図
で
あ
る
。「
三
歩
碁
」
と
あ
る
の
で
、
一

間
を
三
歩
に
縮
尺
し
た
200
分
１
図
。
模
写
は
山
本
庄
助
に
よ
る
。

№
2４
「
金
沢
城
二
之
御
丸
御
殿
明
細
図
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
郷
土
資
料
）

文
化
六
年
再
建
後
の
彩
色
全
域
図
で
あ
る
が
、
図
左
上
に
部
屋
ご
と
の
屋
根
瓦
仕
様

が
左
記
の
ご
と
く
、
部
屋
ご
と
詳
細
に
記
録
さ
れ
る
。
文
化
再
建
時
の
御
殿
屋
根
の
仕

様
が
わ
か
る
の
で
貴
重
で
あ
る
。

「

下
部
屋
廻
り
ノ

桟
瓦

棟
胴
の
し

高
部
屋

本
葺

棟
の
し
瓦
長
サ
三
十
六
間
十
一
遍
重

下
り
棟
八
遍
置
六
間

御
末

桟
瓦

角
下
り
迄
棟
八
遍
重
張
十
間

蔦
之
御
間

桟
瓦

棟
の
し
瓦
十
枚
重

長
十
間

檜
垣
之
御
間

桟
瓦

棟
九
間

の
し
拾
枚
置

下
り
棟
六
間

柳
之
御
間

桟
瓦

棟
十
間

の
し
拾
枚
置

下
り
十
二
間

土
到
之
御
間

桟
瓦

棟
十
間
半

の
し
拾
枚
置

御
進
物
所

桟
瓦

棟
十
間
半

の
し
拾
枚
置

波
之
御
間

桟
瓦

棟
十
間

の
し
拾
枚
置

下
り
七
間

八
枚
置

御
茶
所

桟
瓦

棟
十
一
間

の
し
十
一
遍
置

下
り
拾
四
間

八
枚
置

御
膳
所

桟
瓦

棟
四
間

の
し
十
一
遍
置

下
り
十
七
間

八
枚
置

船
之
御
間

桟
瓦

棟
四
間

の
し
十
一
遍
置

下
り
九
間

八
枚
置

桐
之
御
間

長
十
九
間
桟
瓦
の
し
拾
一
枚
置

下
り
十
五
間

八
枚
置

御
居
間
書
院

棟
六
間

の
し
十
一
枚
置

下
り
拾
二
間

八
枚
置

松
之
御
間
并
奥
書
院

棟
弐
十
六
間
の
し
十
枚
置

か
ん
ふ
り
一
通

同
十
七
間
計
の
し
瓦
七
枚
置

か
ん
ふ
り
一
扁

御
居
間
先
御
土
蔵

棟
拾
弐
間
の
し
七
扁
置

か
ん
ふ
り
一
通

角
登
の
し
三
遍
置

か
ん
ふ
り
一
遍

御
雛
御
土
蔵

本
葺

棟
拾
弐
間
の
し
十
枚
置

御
台
所

桟
瓦

棟

橋
爪
御
番
所

桟
瓦

棟

五
疋
立
御
馬
屋

同

奥
御
式
台

桟
瓦

五
扁
重

御
楽
屋

本
葺
棟
三
十
間

釜
屋
棟
十
二
間

」

№
2５
「
金
沢
城
二
ノ
丸
絵
図
面
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
郷
土
資
料
）

二
ノ
丸
御
殿
の
彩
色
全
体
図
。
張
紙
に
「
文
化
八
年
以
降
ノ
モ
ノ
」
と
あ
る
。

№
26
～
33

解
説
略
ス

№
3４
「
金
沢
城
二
丸
諸
建
物
図
」（
石
川
県
立
図
書
館
森
田
文
庫
）

「
文
化
中
造
営
」
と
注
記
あ
り
、
湯
浅
氏
所
蔵
図
を
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
に
森
田

柿
園
が
写
し
た
彩
色
二
ノ
丸
御
殿
平
面
図
。
文
化
再
建
直
後
の
景
観
で
あ
る
。

№
3５
「
金
沢
営
中
図
」
解
説
略
ス

№
36
「
金
沢
城
二
ノ
丸
之
図
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
加
越
能
文
庫
）

文
化
再
建
中
の
詳
細
な
間
取
り
図
。
前
田
貞
醇
旧
蔵
。
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№
3７
「
二
ノ
丸
御
建
物
平
面
図
」
解
説
略
ス

№
38
「
於
表
御
舞
台
御
規
式
御
能
被
仰
付
候
御
補
理
御
絵
図
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
大
友
文
庫
）

文
化
八
年
二
月
に
挙
行
さ
れ
た
御
殿
完
成
を
祝
う
規
式
能
の
た
め
、
表
能
舞
台
附
近

で
仮
設
工
事
等
を
行
っ
た
と
き
の
「
補
理
図
」（
修
理
計
画
図
）。
本
図
の
収
納
袋
に
「
文

化
六
年
二
月
」
と
記
し
、
延
享
五
年
二
月
の
「
御
入
国
御
祝
儀
御
能
」
の
と
き
の
先
例

等
を
書
き
付
け
る
。

◇
１
期
部
分
図

№
39
「
加
賀
金
沢
城
表
御
殿
中
之
図
」（（
公
財
）
三
井
文
庫
）

二
ノ
丸
御
殿
の
竹
の
間
・
表
式
台
・
表
能
舞
台
附
近
に
限
定
し
た
部
分
平
面
図
。
縮

尺
は
300
分
の
１
。
景
観
年
代
の
特
定
は
で
き
な
い
。

№
４0
「
金
府
敷
面
之
図
」（
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
村
松
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）

前
号
と
同
じ
表
式
台
・
竹
の
間
・
表
能
舞
台
な
ど
表
座
敷
空
間
の
部
分
平
面
図
で
あ

る
。

№
４1
「
金
沢
城
二
之
丸
御
殿
間
取
之
図
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
清
水
文
庫
）

二
ノ
丸
御
殿
の
松
の
間
・
柳
の
間
・
檜
垣
間
・
波
の
間
・
舟
の
間
・
御
膳
所
の
あ
る

空
間
を
他
と
切
断
し
て
描
く
平
面
図
。
天
井
・
障
壁
画
の
仕
様
な
ど
書
き
込
み
が
多
く
、

朱
三
角
印
で
窓
障
子
、
朱
丸
印
で
遠
州
狭
間
で
あ
る
こ
と
も
示
す
。
二
ノ
丸
全
体
を
描

く
大
型
平
面
図
の
中
央
部
分
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
二
ノ
丸
御
殿
の
た
と
え
ば

四
分
割
図
の
一
部
分
と
推
定
さ
れ
る
。
景
観
年
代
の
特
定
は
難
し
い
が
１
期
図
と
矛
盾

し
な
い
。

№
４2
「
二
ノ
丸
表
向
座
敷
等
之
図
」（
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
大
鋸
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）

二
ノ
丸
御
殿
の
表
式
台
・
裏
式
台
・
表
能
舞
台
・
竹
の
間
・
御
台
所
な
ど
表
向
き
部

分
を
描
く
彩
色
模
式
図
。
測
量
図
で
は
な
い
。

№
４3
「
御
広
式
向
御
二
階
之
分
絵
図
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
加
越
能
文
庫
）

御
広
式
と
部
屋
方
部
分
の
彩
色
平
面
図
。
一
階
平
面
図
の
上
に
二
階
平
面
図
を
貼
り

重
ね
る
。
１
期
図
に
描
か
れ
た
部
屋
方
の
姿
は
多
様
で
あ
り
、
同
じ
１
期
図
の
な
か
で

も
微
妙
な
相
違
が
あ
る
が
、
相
違
の
理
由
や
変
遷
過
程
は
な
お
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
部
屋
方
に
二
階
が
増
築
さ
れ
た
時
期
も
不
明
で
あ
る
。
な
お
本
図
は
文
化
十
年
の

大
脇
六
右
衛
門
作
成
図
を
文
化
十
一
年
四
月
に
写
し
た
も
の
で
あ
る
。

№
４４
「
二
の
丸
部
屋
方
間
取
図
」（
松
井
建
設
）

二
ノ
丸
御
殿
の
部
屋
方
の
み
を
描
く
無
彩
の
部
分
図
で
あ
り
、
風
呂
の
位
置
な
ど
か

ら
１
期
図
の
部
分
図
と
い
え
る
。
部
屋
方
西
端
の
井
戸
と
風
呂
屋
口
階
段
付
近
に
張
り

掛
け
が
あ
る
。

№
４５
「
二
の
丸
竹
の
間
付
近
平
面
図
（
付
屋
根
伏
せ
図
）」（
松
井
建
設
）

二
ノ
丸
御
殿
の
竹
の
間
附
近
の
平
面
図
に
、
朱
書
き
で
屋
根
や
天
井
の
仕
様
・
寸
法

な
ど
を
書
き
込
む
。「
御
焼
失
以
前
之
絵
図
」
と
あ
る
の
で
、
文
化
度
の
再
建
に
あ
た

り
文
化
焼
失
前
の
情
報
を
記
載
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

№
４6
「
二
の
丸
桧
垣
之
間
・
松
之
間
・
奥
御
書
院
等
平
面
図
（
付
屋
根
伏
せ
図
）」（
松
井
建
設
）

二
ノ
丸
御
殿
の
奥
書
院
・
檜
垣
の
間
附
近
の
平
面
図
に
朱
書
き
で
屋
根
や
天
井
の
仕

様
・
寸
法
な
ど
書
き
込
ん
だ
部
分
図
。



― 76 ―

№
４７
「
二
の
丸
御
殿
御
居
間
付
近
の
図
（
付
水
道
路
線
）」（
松
井
建
設
）

二
ノ
丸
御
殿
御
居
間
・
御
寝
所
付
近
と
風
呂
屋
を
描
く
平
面
図
に
朱
書
き
で
地
下
水

路
の
経
路
を
記
す
。
風
呂
屋
の
位
置
か
ら
１
期
図
と
同
時
期
の
景
観
と
い
え
る
。
前
号
・

前
々
号
と
同
時
に
調
製
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
た
の
で
同
じ
所
に
配
列
し
た
。

■
２
期
図

№
４8
「
金
沢
城
二
の
丸
地
図
」（
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
）

二
ノ
丸
御
殿
全
体
を
描
く
大
型
彩
色
平
面
図
で
、
風
呂
場
位
置
や
土
蔵
の
位
置
な
ど

か
ら
２
期
図
と
し
た
。
こ
の
時
期
を
代
表
す
る
御
殿
全
体
図
で
、
詳
細
な
文
字
情
報
が

あ
り
、
障
壁
の
種
類
や
襖
絵
の
画
題
・
絵
師
な
ど
が
丁
寧
に
記
さ
れ
る
。
な
お
本
図
の

大
型
別
刷
図
は
『
金
沢
市
史

資
料
編
18
絵
図
・
地
図
』（
一
九
九
九
年
）
に
収
録
さ
れ
、

広
く
活
用
さ
れ
て
い
る
。

№
４9
～
５1
「
二
之
丸
御
殿
並
御
広
式
下
部
屋
等
絵
図
」（
表
御
式
台
ヨ
リ
竹
之
間
迄
、
御
台

所
ヨ
リ
柳
之
御
間
迄
）・（
滝
之
御
間
・
波
之
御
間
ヨ
リ
御
居
間
廻
リ
御
広
式
廻
リ
迄
）・

（
御
広
式
下
壇
廻
り
）（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
清
水
文
庫
）

二
ノ
丸
御
殿
全
体
を
四
分
割
し
た
彩
色
の
平
面
図
で
あ
る
。
風
呂
場
の
位
置
な
ど
か

ら
２
期
図
と
し
た
。

№
５2
「
二
ノ
丸
御
殿
御
補
修
絵
図
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
清
水
文
庫
）

二
ノ
丸
御
殿
の
御
居
間
廻
り
の
部
分
平
面
図
。
絵
図
隅
に
「
文
政
三
年
辰
六
月
勝
千

代
様
就
相
殿
、
朱
引
之
所
御
補
裡
御
箇
所
」
と
あ
る
の
で
、
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
六

月
に
勝
千
代
（
斉
泰
）
が
二
ノ
丸
に
移
っ
た
際
の
改
築
計
画
を
示
す
図
面
で
あ
る
。
御
居

間
書
院
を
斉
泰
の
寝
所
と
し
、
新
し
い
御
鈴
廊
下
の
位
置
も
朱
書
き
で
記
載
す
る
。
こ

の
図
面
通
り
に
改
修
さ
れ
た
と
断
定
で
き
な
い
が
、
文
政
三
年
に
御
居
間
廻
り
で
一
定

の
改
修
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
史
料
と
し
て
貴
重
な
図
面
で
あ
る
。

№
５3
「
金
沢
城
二
ノ
丸
御
殿
御
次
内
巨
細
絵
図
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
加
越
能
文
庫
）（
別
刷
）

二
ノ
丸
御
殿
御
居
間
廻
り
の
彩
色
平
面
図
。
部
屋
ご
と
に
天
井
・
欄
間
・
障
子
・
襖

な
ど
の
意
匠
に
関
し
詳
細
な
注
記
を
つ
け
る
の
で
別
刷
図
と
し
た
。
細
か
に
み
て
い
く

と
藩
主
御
殿
の
居
間
廻
り
の
内
装
が
よ
く
わ
か
る
。

№
５４
「
二
ノ
丸
万
年
樋
絵
図
」（
大
友
佐
俊
氏
）

二
ノ
丸
御
殿
全
体
を
描
く
２
期
図
の
ひ
と
つ
。次
号
の
文
政
十
三
年
図
と
似
て
お
り
、

同
時
期
の
景
観
と
み
て
よ
い
。

№
５５
「
御
城
中
壱
分
碁
絵
図
」（
横
山
隆
昭
氏
）

文
政
十
三
年
に
作
事
奉
行
か
ら
城
代
横
山
隆
章
に
提
出
さ
れ
た
「
壱
歩
碁
絵
図
」（
縮

尺
600
分
１
、
元
図
に
１
寸
ご
と
の
碁
線
＝
方
格
線
の
入
っ
た
平
面
図
）。
絵
図
収
納
袋
に
付
く
詞
書
や

前
藩
主
斉
広
が
将
軍
家
よ
り
拝
領
し
た
綿
羊
の
小
屋
が
金
谷
出
丸
に
描
か
れ
る
こ
と
な

ど
か
ら
文
政
八
～
十
三
年
の
景
観
と
さ
れ
る
城
全
域
図
。
そ
の
う
ち
二
ノ
丸
部
分
の
み

を
拡
大
し
て
掲
載
す
る
。

№
５6
～
５9
「
金
沢
城
御
城
内
外
御
建
物
絵
図
」（
表
向
）・（
御
居
間
廻
）・（
御
広
式
）・（
御
台

所
廻
）（（
公
財
）
前
田
育
徳
会
）（
別
刷
）

前
田
育
徳
会
所
蔵
の
代
表
的
な
金
沢
城
全
域
図
。縮
尺
100
分
１
の
詳
細
な
測
量
図
で
、

城
内
建
物
お
よ
び
石
垣
・
堀
・
水
路
等
を
詳
細
か
つ
精
度
よ
く
描
く
。
全
部
で
42
枚
か

ら
成
る
が
、
そ
の
う
ち
二
ノ
丸
御
殿
に
か
か
る
四
点
を
別
刷
に
掲
げ
た
。
景
観
年
代
は

こ
れ
ま
で
の
考
証
に
よ
っ
て
天
保
四
～
九
年
の
幅
で
考
え
て
い
る
。

２
期
図
の
代
表
と
し
て
冒
頭
に
掲
げ
た
№
48
「
金
沢
城
二
の
丸
地
図
」（
石
川
県
立
歴

史
博
物
館
）
と
比
べ
れ
ば
若
干
の
変
化
も
あ
り
、
そ
う
し
た
小
さ
な
違
い
の
発
生
理
由
に

関
す
る
検
証
が
、
今
後
の
御
殿
絵
図
編
年
の
課
題
で
あ
る
。
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№
60
～
62
「
竹
沢
御
座
敷
総
絵
図
二
之
丸
並
金
谷
御
殿
絵
図
」（
二
之
御
丸
御
台
所
辺
・
二

之
御
丸
御
表
廻
・
二
之
御
丸
御
居
間
廻
）（
大
友
佐
俊
氏
）

二
ノ
丸
御
殿
の
表
向
き
部
分
を
三
分
割
し
て
描
く
部
分
図
三
点
。
収
納
す
る
箱
書
に

「
竹
沢
御
座
敷
総
絵
図
二
之
丸
並
金
谷
御
殿
絵
図
」
と
記
す
が
、
そ
の
う
ち
の
二
ノ
丸

御
殿
平
面
図
の
み
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

№
63
「
金
沢
城
二
の
丸
奥
部
絵
図
」（
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
）

本
図
は
二
ノ
丸
御
殿
奥
廻
り
（
御
広
式
と
部
屋
方
）
を
描
く
部
分
平
面
図
で
あ
り
、「
化

粧
の
間
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
前
の
２
期
図
と
比
べ
や
や
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。

■
３
期
図

№
6４
「
御
城
分
間
御
絵
図
」（（
公
財
）
前
田
育
徳
会
）

本
図
端
裏
に
「
嘉
永
三
年
改
正
」
と
あ
り
、
東
ノ
丸
附
段
土
蔵
の
形
状
な
ど
か
ら
嘉

永
元
年
～
三
年
（
一
八
四
八
～
五
〇
）
の
景
観
を
描
く
一
分
碁
絵
図
で
あ
る
（『
絵
図
で
み
る
金

沢
城
』）。
周
知
の
金
沢
城
全
域
図
で
あ
る
が
二
ノ
丸
御
殿
の
み
、
こ
こ
に
掲
げ
た
。
こ

こ
に
示
さ
れ
た
二
ノ
丸
御
殿
の
外
形
は
、
嘉
永
元
～
三
年
の
御
殿
の
標
準
型
と
い
え
る

の
で
、御
殿
外
形
（
平
面
）
の
変
遷
を
探
る
重
要
な
定
点
と
な
る
。
典
型
的
な
碁
絵
図
（
縮

尺
600
分
の
１
）
で
あ
り
精
度
も
よ
い
。

№
6５
「
加
州
金
沢
城
二
ノ
丸
之
図
」（（
公
財
）
三
井
文
庫
）

３
期
図
の
特
徴
で
あ
る
、
広
式
と
松
の
間
を
結
ぶ
直
線
廊
下
が
描
か
れ
る
の
で
、
弘

化
四
年
の
広
式
普
請
の
結
果
登
場
し
た
景
観
と
推
定
さ
れ
る
。
全
体
的
に
嘉
永
三
年
図

（
№
64
）
に
近
い
。
そ
の
上
に
貼
ら
れ
た
屋
根
仕
様
の
張
紙
部
分
は
№
67
「
金
沢
城
二
之

御
丸
三
歩
碁
図
」
Ｂ
（
石
川
県
立
図
書
館
）
と
よ
く
似
て
い
る
。
同
時
代
の
同
種
絵
図
写
と

推
定
さ
れ
る
が
、
細
部
に
お
い
て
微
妙
な
相
違
も
あ
り
、
今
後
よ
り
詳
細
な
比
較
検
討

が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
三
井
文
庫
に
は
、
本
図
の
ほ
か
、
本
図
と
近
似
し
た
「
二
ノ

御
丸
三
歩
碁
之
図
」
と
い
う
表
題
を
も
つ
同
種
図
（『
加
州
金
沢
城
之
図
』
②
）
が
あ
り
、
同

様
に
四
種
の
屋
根
仕
様
を
書
き
分
け
た
張
り
掛
け
が
あ
っ
た
。こ
れ
も
次
に
掲
げ
る「
金

沢
城
二
之
御
丸
三
歩
碁
図
」
Ｂ
と
同
種
図
の
写
と
い
え
る
が
、
掲
載
は
略
し
た
。

№
66
「
金
沢
城
二
之
御
丸
三
歩
碁
図
」
Ａ
（
石
川
県
立
図
書
館
）

嘉
永
三
～
六
年
頃
の
景
観
を
描
く
御
殿
全
体
図
で
あ
る
。
本
図
に
き
わ
め
て
近
似
し

た
「
金
沢
城
二
之
御
丸
三
歩
碁
図
」
Ｂ
と
と
も
に
同
じ
機
関
に
所
蔵
さ
れ
る
が
、
細
部

を
子
細
に
比
較
す
る
と
若
干
の
相
違
も
あ
る
。
４
期
図
特
有
の
特
徴
が
本
図
に
な
く
、

３
期
図
の
特
徴
を
明
確
に
有
す
る
が
一
部
に
相
違
も
あ
る
の
で
、
上
記
の
景
観
年
代
を

想
定
し
て
み
た
。
次
号
が
正
本
で
本
号
は
そ
の
下
図
と
み
ら
れ
る
。

№
6７
「
金
沢
城
二
之
御
丸
三
歩
碁
図
」
Ｂ
（
石
川
県
立
図
書
館
）

景
観
年
代
は
前
号
と
同
じ
嘉
永
三
～
六
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
御
殿
全
体
図
で
あ
る
。

前
号
と
異
な
り
こ
ち
ら
に
は
、
屋
根
材
の
銅
板
・
鉛
瓦
・
杮
・
土
瓦
を
色
分
け
し
た
貼

紙
や
二
階
部
間
取
を
示
す
貼
紙
が
掛
け
ら
れ
る
の
で
、
貼
紙
が
掛
っ
た
姿
と
貼
紙
を
外

し
た
景
観
の
２
点
と
も
図
版
を
載
せ
た
。
屋
根
材
を
色
分
け
し
た
貼
紙
は
、
屋
根
仕
様

を
知
る
う
え
で
貴
重
な
絵
図
で
、
広
式
・
部
屋
方
な
ど
奥
向
き
建
物
の
屋
根
に
は
各
部

分
の
坪
数
や
一
辺
長
さ
な
ど
も
記
載
さ
れ
る
。

＊
№
６６
～
６７
は
い
ず
れ
も「
金
沢
城
二
之
御
丸
三
歩
碁
図
」と
し
て
石
川
県
立
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
Ａ
・

Ｂ
は
こ
の
二
枚
の
絵
図
を
分
類
す
る
た
め
に
便
宜
上
、
付
し
た
。

■
４
期
図

№
68
「
二
ノ
丸
御
殿
図
」（
青
硯
文
庫
）

本
図
の
景
観
は
３
期
図
と
異
な
り
、
御
居
間
南
縁
の
廊
下
が
一
直
線
に
変
容
し
、
松

の
間
と
広
式
を
結
ぶ
廊
下
が
な
く
な
り
、
長
方
形
の
土
蔵
が
広
式
側
に
出
来
、
松
の
間

と
広
式
は
塀
で
仕
切
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
景
観
変
化
は
嘉
永
六
年
の
改
修
に
係
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る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
嘉
永
六
年
以
後
、
文
久
三
年
溶
姫
移
住
前
の
景
観
だ
と

想
定
さ
れ
る
。こ
れ
を
４
期
図
と
し
た
が
、当
該
期
の
御
殿
全
体
図
は
本
図
の
み
で
あ
る
。

№
69
「
金
沢
城
二
之
丸
御
次
内
嘉
永
年
中
修
補
図
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
清
水
文
庫
）

端
裏
書
に
「
嘉
永
年
中
御
修
補
」
と
い
う
文
言
が
あ
り
、
嘉
永
六
年
に
実
施
さ
れ
た

広
式
周
辺
で
の
改
修
工
事
に
関
係
し
た
平
面
図
と
推
定
さ
れ
る
。
本
図
に
示
さ
れ
た
修

理
結
果
を
う
け
改
訂
さ
れ
た
の
が
№
68
の
御
殿
全
体
図
で
あ
ろ
う
。

№
７0
「
金
沢
城
二
之
丸
転
席
方
絵
図
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
加
越
能
文
庫
）

本
図
の
ね
ら
い
は
二
ノ
丸
御
殿
の
表
空
間
と
御
台
所
付
近
を
描
く
こ
と
に
あ
る
が
、

御
広
式
と
土
蔵
お
よ
び
楽
屋
多
門
の
一
部
も
描
か
れ
、
そ
の
部
分
が
４
期
図
の
標
式
と

な
る
青
硯
文
庫
図
（
№
68
）
に
近
似
す
る
の
で
、
こ
こ
に
置
い
た
。

№
７1
「
用
番
方
御
絵
図
⑩
松
之
間
席
絵
図
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
大
友
文
庫
）

安
政
二
年
五
月
に
松
の
間
で
実
施
さ
れ
た
儀
式
の
手
順
を
描
い
た
部
分
図
。
儀
礼
に

関
し
多
く
の
文
字
記
載
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
御
殿
内
で
の
儀
式
の
座
列
次
第
な
ど
を

記
し
た
図
面
は
多
数
伝
来
し
て
お
り
、
そ
の
一
例
と
し
て
掲
げ
た
。

№
７2
「
用
番
方
御
絵
図
⑮
御
用
之
間
江
被
召
候
節
出
所
等
絵
図
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書

館
大
友
文
庫
）

前
号
と
同
じ
儀
礼
手
順
の
図
。
標
題
に
「
安
政
五
年
御
補
理
替
後
」
と
肩
書
き
す
る

の
で
、
安
政
五
年
に
描
か
れ
た
御
殿
御
居
間
廻
り
御
用
の
間
で
の
儀
式
図
で
あ
る
。

■
５
期
図

№
７3
「
金
沢
城
殿
中
図
」（（
公
財
）
前
田
育
徳
会
）

二
ノ
丸
御
殿
の
松
の
間
・
小
書
院
付
近
を
描
く
部
分
図
の
上
に
改
修
後
の
姿
を
貼
り

掛
け
る
。
貼
り
掛
け
の
下
の
図
に
は
、
広
式
側
の
御
土
蔵
が
描
か
れ
、
そ
の
付
近
の
間

取
り
は
４
期
図
の
№
68
・
70
に
近
似
す
る
の
で
、
４
期
図
の
松
の
間
付
近
で
行
わ
れ
た

改
修
後
の
姿
が
貼
り
掛
け
の
上
に
描
か
れ
た
と
推
定
で
き
る
。
№
73
の
上
段
は
貼
り
掛

け
さ
れ
た
姿
で
あ
る
が
、
松
の
間
は
「
御
居
間
」
に
変
化
し
、「
御
広
式
よ
り
渡
り
廊

下
」が
直
接
入
る
構
造
に
変
わ
っ
て
い
る
。
小
書
院
付
近
で
は「
御
盛
立
所
」「
御
近
習
」

と
い
う
表
記
も
な
さ
れ
る
。
４
期
図
以
後
、
松
の
間
付
近
で
な
さ
れ
た
大
改
修
は
、
文

久
三
年
の
溶
姫
の
移
徙
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
本
図
は
溶
姫
の
御
守
殿
建
造
に
伴

う
改
変
を
示
す
図
と
考
え
ら
れ
る
。

№
７４
「
姫
君
様
御
着
輿
之
節
御
供
落
シ
絵
図
」（
御
守
殿
御
門
内
外
御
供
落
シ
個
所
）（
金
沢

市
立
玉
川
図
書
館
加
越
能
文
庫
）

絵
図
表
題
に
「
御
守
殿
」「
姫
君
様
御
着
輿
」
と
あ
り
、
絵
図
中
で
も
切
手
門
内
の

す
ぐ
脇
に
「
御
守
殿
御
門
」
を
明
瞭
に
記
す
の
で
、
金
沢
城
二
ノ
丸
御
殿
に
溶
姫
が
移

住
し
て
い
た
時
期
の
切
手
門
付
近
の
略
図
で
あ
る
。
こ
の
表
題
の
も
と
収
納
袋
内
に
二

点
の
絵
図
を
納
め
る
が
、
も
う
一
点
は
「
御
城
内
御
行
列
御
供
人
落
ケ
所
絵
図
面
」
と

い
う
表
題
を
も
ち
、
二
ノ
丸
御
殿
切
手
門
か
ら
タ
ス
キ
御
門
→
河
北
門
→
桐
木
門
→
尾

坂
門
ま
で
の
行
列
進
行
過
程
を
描
く
。
本
図
は
溶
姫
が
二
ノ
丸
御
殿
御
守
殿
か
ら
他
出

す
る
際
の
行
列
供
立
て
の
配
置
図
の
う
ち
、
出
発
地
点
で
あ
る
御
守
殿
門
と
切
手
門
付

近
で
の
供
建
て
の
配
置
場
所
を
詳
細
に
記
す
。
と
く
に
城
内
溶
姫
御
守
殿
の
式
台
付
近

の
姿
が
具
体
的
で
あ
る
。

№
７５
「
金
沢
城
二
之
丸
御
守
殿
御
供
建
方
絵
図
」（
姫
君
様
・
初
姫
様
御
建
込
非
常
之
節
御

立
退
御
行
列
御
供
建
方
絵
図
）（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
加
越
能
文
庫
）

絵
図
中
に
前
号
同
様
の
「
御
守
殿
御
門
」
を
描
く
の
で
、
こ
れ
も
金
沢
城
二
ノ
丸
御

殿
に
溶
姫
が
移
住
し
て
い
た
時
期
の
切
手
門
付
近
の
略
図
で
あ
る
。
溶
姫
御
殿
の
式
台

部
分
の
間
取
り
が
具
体
的
で
あ
る
。
こ
の
図
を
納
め
る
袋
に
も
う
一
点
「
姫
君
様
御
城
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外
御
出
之
節
御
行
列
御
供
建
ケ
所
絵
図
」
と
い
う
表
題
を
も
つ
同
種
の
絵
図
が
あ
っ
た

が
、
本
図
の
ほ
う
が
供
立
て
の
記
載
が
詳
細
な
の
で
、
こ
ち
ら
の
み
掲
載
し
た
。
溶
姫

が
二
ノ
丸
御
殿
御
守
殿
か
ら
他
出
す
る
際
の
行
列
供
立
て
の
配
置
図
で
あ
る
。
な
お
初

姫
は
斉
泰
の
娘
で
あ
る
。

№
７6
「
金
沢
旧
城
廓
総
図
」（
石
川
県
教
育
委
員
会
）

明
治
五
年
の
景
観
を
描
く
「
金
沢
旧
城
廓
総
図
並
建
物
部
分
図
等
」
全
三
三
点
の

う
ち
城
全
体
を
描
く
図
で
あ
る
が
、
解
説
は
三
節
に
ゆ
ず
る
。

№
７７
「
金
沢
城
廓
内
絵
図
面
」（
石
川
県
教
育
委
員
会
）

明
治
五
年
の
二
ノ
丸
御
殿
全
体
図
で
あ
る
が
、
解
説
は
三
節
に
ゆ
ず
る
。

三

明
治
五
年
二
ノ
丸
御
殿
図
に
つ
い
て

木
越
隆
三

明
治
五
年
頃
の
景
観
を
描
く
「
金
沢
旧
城
廓
総
図
並
建
物
部
分
図
等
」（
全
三
三
点
）

は
二
〇
一
五
年
、
本
県
の
取
得
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た（

２
）が
、
こ
の
中
に
「
金
沢
城
廓
内

絵
図
面
」
と
い
う
表
題
の
付
い
た
二
ノ
丸
御
殿
平
面
図
が
含
ま
れ
、
明
治
五
年
頃
の
二

ノ
丸
御
殿
の
現
況
を
描
く
図
面
だ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
も
し
こ
の
推
定
が
妥
当
で
あ

る
な
ら
、
近
世
最
末
期
の
二
ノ
丸
御
殿
の
様
相
を
推
認
で
き
る
絵
図
と
し
て
、
す
こ
ぶ

る
貴
重
な
史
料
と
な
る
。

金
沢
城
が
大
名
前
田
家
の
御
殿
・
政
庁
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
は
明
治
二
年
十
月

迄
で
、最
後
の
藩
主
前
田
慶
寧
は
同
月
、金
沢
城
を
去
り
年
寄
衆
筆
頭
の
本
多
家
（
五
万

石
）
上
屋
敷
に
住
居
を
移
し
た
。
そ
の
あ
と
金
沢
城
地
は
明
治
新
政
府
の
収
用
地
と
な

り
、
新
政
府
の
所
轄
下
に
あ
っ
た
金
沢
藩
兵
の
駐
屯
地
・
兵
営
と
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え

明
治
五
年
の
二
ノ
丸
御
殿
図
（「
金
沢
城
廓
内
絵
図
面
」、
以
下
「
明
治
五
年
二
ノ
丸
御
殿
図
」

と
略
記
）
に
は
、
金
沢
城
御
殿
最
後
の
様
相
が
描
か
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
詳
細

な
検
証
が
求
め
ら
れ
る
絵
図
と
い
っ
て
よ
い
。

明
治
四
年
七
月
に
廃
藩
置
県
の
改
革
が
あ
り
、
明
治
国
家
の
中
央
集
権
化
は
一
段
と

進
み
、
当
初
兵
部
省
管
轄
地
で
あ
っ
た
金
沢
城
地
も
、
明
治
五
年
三
月
に
陸
軍
省
管
轄

地
と
な
り
、
明
治
の
陸
軍
部
隊
の
兵
営
・
軍
事
施
設
と
し
て
の
利
用
が
本
格
化
す
る
。

そ
の
点
で
明
治
五
年
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
明
治
国
家
が
中
央
集
権
体
制
を
本
格
整
備

す
る
途
上
に
あ
り
、
旧
藩
時
代
の
城
地
・
港
湾
・
軍
事
施
設
等
の
実
情
を
調
査
し
、
そ

れ
ら
を
収
用
し
、
近
代
国
家
に
ふ
さ
わ
し
い
軍
事
施
設
・
支
配
装
置
と
し
て
有
用
な
施

設
を
選
別
す
る
作
業
が
な
さ
れ
た
時
期
に
あ
た（
３
）る
。

そ
の
よ
う
な
過
渡
期
に
あ
っ
た
明
治
五
年
と
特
定
で
き
る
二
ノ
丸
御
殿
全
体
図
を
入

手
し
内
容
を
精
査
し
た
の
で
、
そ
の
検
討
結
果
を
こ
こ
で
紹
介
し
た
い
。
ま
ず
、
こ
の

二
ノ
丸
御
殿
図
を
含
む
全
三
三
点
の
概
要
と
二
ノ
丸
御
殿
図
に
描
写
さ
れ
た
内
容
を
紹

介
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
絵
図
群
が
明
治
五
年
に
作
成
さ
れ
た
と
推
定
し
た
根
拠
を
説
明

し
た
い
。
ま
た
明
治
五
年
に
、
こ
う
し
た
旧
藩
所
属
の
軍
事
施
設
等
の
図
面
が
作
成
さ

れ
た
時
代
背
景
に
も
言
及
し
、
年
紀
推
定
の
傍
証
と
し
た
い
。

（
１
）「
金
沢
旧
城
廓
総
図
並
建
物
部
分
図
等
」
の
年
紀
推
定

今
回
入
手
し
た
、「
金
沢
旧
城
廓
総
図
」
等
全
三
三
点
の
リ
ス
ト
は
表
１
に
掲
げ
た

通
り
で
あ
る
が
、
大
き
く
分
類
す
る
と
、
①
金
沢
城
内
の
建
物
等
配
置
図
17
点
、
②
砲

台
屯
所
図
１
点
、
③
鉄
砲
屯
所
絵
図
７
点
、
④
鈴
々
見
鋳
造
場
絵
図
５
点
、
⑤
小
柳
製

薬
所
絵
図
２
点
か
ら
な
る
。
こ
の
う
ち
②
砲
台
屯
所
図
は
旧
藩
年
寄
奥
村
宗
家
邸
を
利

用
し
た
軍
事
施
設
で
、
そ
の
全
体
景
観
の
平
面
図
が
１
点
の
み
こ
こ
に
入
っ
て
い
た
。

③
鉄
砲
屯
所
絵
図
は
全
７
点
あ
り
、
藩
年
寄
（
三
万
石
）
横
山
家
の
邸
宅
を
転
用
し
た

旧
金
沢
藩
の
軍
事
施
設
図
で
あ
っ
た
。７
点
の
内
訳
は
全
体
平
面
図
１
点
と「
塾
所
」「
長

屋
等
」「
使
所
」「
土
蔵
」
な
ど
内
部
建
物
の
平
面
プ
ラ
ン
を
描
く
部
分
図
６
点
か
ら
な

る
。
こ
の
ほ
か
鈴
見
鋳
造
場
関
係
の
部
分
図
が
５
点
、
ま
た
９
点
以
上
あ
っ
た
と
想
定

で
き
る
小
柳
製
薬
所
の
建
物
別
部
分
図
２
点
も
金
沢
城
関
係
図
と
と
も
に
一
括
さ
れ
伝
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表１ 明治五年「金沢旧城廓総図並建物部分図等」一覧

番号 名称 寸法 (cm) 形態 内容

1

0 金沢旧城廓総図 68×78 彩色
旧城郭内の建物配置図
建物に朱書きで番号を記し、
敷地面積、建坪数、樹木数を注記する

1 金沢城廓内絵図面 140×77 彩色
第壱号
二ノ丸御殿の平面図
部屋の名称を記し、敷地面積、建坪数、
建具数を注記する

2 金沢城廓内 石川門 40×28 墨書 第二 建物５棟描く

3 長屋 40×28 墨書 第三 建物（九十間長屋）１棟を描く

4 河北門 40×28 墨書 第四 建物４棟を描く

5 元会所 40×28 墨書 第九 建物７棟を描く

6 宮 40×28 墨書 第拾 建物７棟を描く

7 時鐘所 40×28 墨書 第拾一 建物２棟を描く

8 元土橋門之内 40×28 墨書 第拾二 建物３棟を描く

9 スロイス御貸家 40×28 墨書 第拾三 建物９棟（鼠多門など）を描く

10 金沢城廓内 本丸附段 40×28 墨書 第拾四 建物２棟を描く

11 元本丸 40×28 墨書 第拾五 建物２棟を描く

12 元東ノ丸 40×28 墨書 第拾六 建物６棟（大獅子土蔵など）を
描く

13 東ノ丸附段 40×28 墨書 第拾七 土蔵１棟 外１棟を描く

14 鶴ノ丸 40×28 墨書 第拾八 建物２棟を描く

15 元諸方 40×28 墨書 第拾九 土蔵１棟を描く

16 元花畑 40×28 墨書 第二拾 建物１棟を描く

2 砲台屯所図 109×77 彩色 小立野の旧奥村邸に置かれた屯所を描く

3

1 鉄砲屯所絵図面 104×76 彩色 旧横山邸に置かれた屯所を描く

2 鉄砲屯所内建物 塾所等 39×28 墨書 第壱 鉄砲屯所の建物部分図

3 鉄砲屯所内建物 塾所 39×28 墨書 第弐 〃

4 鉄砲屯所内建物 長屋等 39×28 墨書 第三 第六 〃

5 鉄砲屯所内建物 塾所 39×28 墨書 第四 〃

6 鉄砲屯所内建物 使所并土蔵 39×28 墨書 第五 〃

7 鉄砲屯所内建物 物置并土蔵 39×28 墨書 第七 〃

4

1 鈴々見鋳造場兵器局内建物 鋳造所 40×27 墨書 第壱 鈴見の鉄砲製造所の建物部分図

2 鈴々見鋳造場兵器局内建物 器械所 40×27 墨書 第弐  〃

3 鈴々見鋳造場兵器局内建物 40×27 墨書 第三  〃

4 鈴々見鋳造場兵器局内建物 大砲納屋等 40×27 墨書 第四  〃

5 鈴々見鋳造場兵器局内建物 40×27 墨書 第五  〃

5
1 小柳製薬所内 役所 40×27 墨書 第七 小柳（鶴来）の火薬製造所の建物

部分図

2 小柳製薬所 硝石場蔵 40×27 墨書 第九  〃

6 袋 墨書
旧城廓総絵図、同旧演武場図、兵器方絵
図、砲台屯所図、銃隊屯所図、練兵自炊
小屋図、寺中村砲蔵図と墨書あり
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来
し
て
い
た
。

横
山
邸
・
奥
村
邸
な
ど
が
金
沢
藩
の
軍
事
施
設
・
政
庁
と
し
て
利
用
さ
れ
る
の
は
、

明
治
二
年
後
半
か
ら
な
の（

４
）で
、
本
図
の
景
観
年
代
は
明
治
三
年
以
後
で
あ
ろ
う
。
ま
た

「
金
沢
旧
城
廓
総
図
」「
明
治
五
年
二
ノ
丸
御
殿
図
」
と
も
に
、
二
ノ
丸
御
殿
表
門
付
近

に
あ
っ
た
唐
門
が
描
か
れ
て
い
な
い
の
は
、
そ
の
移
築
先
と
な
っ
た
卯
辰
山
招
魂
社
の

成
立
時
期
か
ら
明
治
三
年
十
二
月
以
後
の
移
築
の
た
め
と
み
ら
れ
る
の（

５
）で
、
明
治
四
年

以
後
の
景
観
を
描
く
と
み
て
よ
い
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
④
鈴
々
見
鋳
造
場
絵
図
７
点
の
う
ち
「
鈴
々
見
鋳
造
場
兵
器
局
内

建
物
第
一

鋳
造
所
」（
表
１
の
４
―
１
）
に
「
但
シ
、
当
年
よ
り
拾
九
年
前
出
来
」
と
記

す
の
で
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
鈴
見
鋳
造
場
建
設
か
ら
一
九
年
後
に
作
成
さ
れ
た
絵
図
だ

と
理
解
さ
れ
る
。
鈴
々
見
鋳
造
場
の
建
設
時
期
に
つ
い
て
は「
温
敬
公
記
史
料
」に「
是

月
（
嘉
永
六
年
十
二
月
）
造
製
炮
所
干
鈴
見（
６
）邑
」、「
本
藩
歴
譜
」
で
は
「（
嘉
永
六
年
）

十
二
月
城
東
鈴
見
村
ノ
地
ヲ
拓
テ
鋳
造
場
ヲ
創（
７
）ム
」
と
あ
り
、
鈴
々
見
鋳
造
場
は
嘉
永

六
年
（
一
八
五
三
）
に
建
設
さ
れ
た
と
周
知
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
鈴
見
鋳
造
場
は

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
九
年
前
に
創
設
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
本
図
の

成
立
時
期
も
明
治
五
年
と
特
定
で
き
る
。
以
下
で
は
、
他
の
史
料
も
援
用
し
、
明
治
五

年
作
成
と
い
う
点
を
さ
ら
に
傍
証
し
た
い
。

こ
の
絵
図
群
の
う
ち
①
金
沢
城
内
の
建
物
等
配
置
図
一
七
点
の
内
訳
を
み
て
い
く

と
、
冒
頭
の
「
金
沢
旧
城
廓
総
図
」
は
目
次
に
相
当
す
る
総
括
図
で
、
城
内
に
残
存
す

る
金
沢
城
建
物
は
一
六
点
の
部
分
図
に
書
き
分
け
ら
れ
（
表
１
参
照
）、
建
物
の
外
形
と

建
坪
・
屋
根
仕
様
な
ど
を
記
載
す
る
。「
金
沢
旧
城
廓
総
図
」
は
そ
れ
ら
の
位
置
と
番

号
を
城
全
体
図
の
内
に
示
す
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
総
括
図
の
う
ち
玉
泉
院
丸

部
分
に
は
「
医
学
教
師
ス
ロ
イ
ス
居
住
所
」
と
記
し
た
付
箋
が
あ
り
、
そ
れ
に
該
当
す

る
部
分
図
第
十
三
（
表
１
の
１
―
９
）
に
は
ス
ロ
イ
ス
館
の
平
面
図
が
記
載
さ
れ
、建
坪
・

外
辺
長
さ
・
屋
根
仕
様
の
ほ
か
「
ス
ロ
イ
ス
御
貸
屋
」
と
い
う
記
載
が
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
本
絵
図
群
は
オ
ラ
ン
ダ
人
医
師
ス
ロ
イ
ス
が
金
沢
藩
の
招
聘
に
よ
り
金
沢
に

滞
在
し
、
玉
泉
院
丸
敷
地
内
に
洋
館
を
構
え
て
い
た
時
期
の
も
の
と
い
え
、
そ
こ
に
該

当
す
る
期
間
は
、
関
係
資
料
を
要
約
す
る
と
明
治
四
年
秋
～
明
治
七
年
九
月
と
確
定
で

き
る
の
で
、
明
治
五
年
成
立
と
い
う
推
定
の
傍
証
と
な
る
。

な
お
軍
医
ス
ロ
イ
ス
が
金
沢
に
や
っ
て
き
た
事
情
に
つ
い
て
は
、
今
井
一
良
氏
等
の

研
究
が
あ（

８
）り
、
そ
れ
に
拠
っ
て
金
沢
赴
任
前
後
の
ス
ロ
イ
ス
の
動
静
を
時
代
順
に
左
に

掲
げ
て
お
く
。

◆
ス
ロ
イ
ス
館
の
変
遷

明
治
３
年
２
月
：
大
手
町
津
田
玄
蕃
邸
に
医
学
館
が
設
置
さ
れ
る
。

明
治
４
年
３
月
：
オ
ラ
ン
ダ
軍
医
ス
ロ
イ
ス
が
金
沢
に
着
任
し
、
医
学
館
の
外
人
教
師
と
な
る
。

（
最
初
の
ス
ロ
イ
ス
住
居
は
、
大
手
町
の
寺
西
邸
と
さ
れ
る
）

明
治
４
年
７
月
：
廃
藩
置
県
で
旧
金
沢
藩
は
金
沢
県
と
改
め
た
。

明
治
４
年
秋
頃
：
玉
泉
院
丸
に
ス
ロ
イ
ス
の
た
め
の
洋
館
を
建
設
す
る
。
そ
の
頃
に
移
住
か
。

明
治
５
年
２
月
：
県
庁
を
美
川
に
移
転
、
金
沢
県
を
石
川
県
と
改
め
る
。

（
６
年
１
月
：
県
庁
を
金
沢
に
戻
す
）

明
治
５
年
４
月
：
医
学
館
は
廃
止
。
民
間
有
志
に
よ
る
金
沢
病
院
で
医
学
教
育
を
継
承
し
継
続
。

明
治
７
年
10
月
：
ス
ロ
イ
ス
、
金
沢
を
離
れ
る
。
ス
ロ
イ
ス
館
閉
鎖
。

以
後
、
ス
ロ
イ
ス
館
の
建
物
は
広
坂
に
移
築
さ
れ
再
利
用
さ
れ
た
。

（
２
）
金
沢
旧
城
廓
総
図
に
書
か
れ
た
文
字
情
報

「
金
沢
旧
城
廓
総
図
」
等
三
三
点
の
作
成
時
期
を
明
治
五
年
と
推
定
し
た
根
拠
を
述

べ
て
き
た
が
、
三
三
点
の
冒
頭
に
く
る
「
金
沢
旧
城
廓
総
図
」（
以
下
で
は
「
総
図
」
と
略
記
）

と
「
明
治
五
年
二
ノ
丸
御
殿
図
」
に
記
載
さ
れ
た
文
字
情
報
の
概
略
を
こ
こ
で
紹
介
し
、

明
治
五
年
段
階
の
金
沢
城
二
ノ
丸
御
殿
の
現
況
を
確
認
し
た
い
。

最
初
に
「
総
図
」
に
書
か
れ
た
文
字
記
載
を
、
二
ノ
丸
中
心
に
紹
介
し
よ
う
。「
総

図
」
に
は
金
谷
出
丸
と
兼
六
園
の
エ
リ
ア
は
省
か
れ
、
北
ノ
丸
も
御
宮
部
分
の
み
で
北

端
部
は
除
外
さ
れ
る
。
二
ノ
丸
を
起
点
に
三
ノ
丸
→
新
丸
→
北
ノ
丸
→
土
橋
門
付
近
→
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玉
泉
院
丸
→
本
丸
付
段
→
本
丸
→
東
ノ
丸
→
東
ノ
丸
付
段
→
鶴
ノ
丸
→
元
諸

方
土
蔵
→
元
花
畑
と
い
う
順
に
、
ほ
ぼ
螺
旋
状
に
、
城
内
各
地
に
所
在
す
る
建

物
に
朱
で
番
号
を
打
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
番
号
ご
と
部
分
図
を
作
成
し
添
付
し
て

い
た
。
部
分
図
一
六
点
の
概
要
は
表
１
に
示
し
た
通
り
で
、二
ノ
丸
が
「
第
壱
」

図
で
、「
第
二
拾
」
図
は
本
丸
東
面
と
南
面
の
高
石
垣
下
の
腰
曲
輪
、
通
称
「
花

畑
」
に
あ
っ
た
建
物
１
棟
を
描
く
。
表
１
で
は
第
五
図
か
ら
第
八
図
迄
が
欠
け

て
い
る
が
、「
総
図
」
に
よ
れ
ば
第
五
図
は
新
丸
東
側
（「
元
細
工
所
」
と
旧
越
後
屋

敷
エ
リ
ア
）
に
あ
っ
た
建
物
六
棟
に
該
当
し
、
こ
の
う
ち
旧
越
後
屋
敷
に
「
軍
事

掛
兵
器
方
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
の
で
、
明
治
四
・
五
年
の
現
況
を
示
す
も
の

と
察
せ
ら
れ
る
。
第
六
図
は
新
丸
の
「
元
作
事
所
」
付
近
に
残
存
す
る
建
物
一

棟
を
記
し
、
第
七
図
は
新
丸
の
「
元
下
台
所
」、
第
八
図
は
「
元
割
場
」
に
あ
っ

た
建
物
を
描
く
部
分
図
だ
と
想
定
で
き
る
。
第
九
図
「
元
会
所
」
か
ら
あ
と
の

建
物
図
は
現
存
し
て
お
り
、
表
１
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。

さ
て
「
総
図
」
右
下
に
は

「
金
沢
旧
城
廓
総
図

反
別
弐
拾
三
町
四
反
五
畝
拾
六
歩
壱
分

総
建
坪
五
千
八
百
十
六
坪
四
歩
九
厘
、

樹
木

六
十
五
本

松
木
▼
目
廻
リ
三
尺
計
ヨ
リ
八
尺
ニ
至
、

二
十
八
本

杉
木
▼
目
廻
リ
一
尺
計
ヨ
リ
一
丈
計
ニ
至
ル
、

三
十
二
本

栂
木
▼
目
廻
リ
八
尺
計
ヨ
リ
一
丈
計
ニ
至
ル
、

九
十
本

雑
木
▼
目
廻
リ
一
尺
計
ヨ
リ
一
丈
二
尺
ニ
至
ル
」（
▼
印
以
下
は
割
書
）

と
城
内
の
樹
木
に
つ
い
て
も
詳
細
に
記
す
。
こ
の
樹
木
記
載
は
陸
軍
省
築
造
局
の
調
査

要
項
と
一
致
し
、
本
図
の
製
作
時
点
を
特
定
す
る
根
拠
と
も
な
り
う
る
の
で
、
あ
と
で

ふ
れ
た
い
。
ま
た
付
箋
が
先
述
の
「
医
学
教
師
ス
ロ
イ
ス
居
住
所
」
の
ほ
か
甚
右
衛
門

坂
上
に
も
あ
っ
て
「
時
鐘
所
」、
北
ノ
丸
で
は
「
東
照
宮
堂
宇
地
元
」
と
記
す
。

二
ノ
丸
で
は
御
殿
外
形
を
朱
色
で
彩
り
、「
八
千
五
百
歩
二
分

但
広
鋪
ト
モ
」
と
い

う
二
ノ
丸
敷
地
全
域
の
坪
数
や
「
旧
演
武
場
」「
拾
八
間
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。「
演

武
場
」は
表
御
殿
（
竹
の
間
）
が
金
沢
藩
時
代
に
使
わ
れ
た
と
き
の
用
途
名
称
で
あ
り
、「
拾

八
間
」
は
そ
の
大
き
さ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
御
殿
外
形
の
上
に
付
さ
れ
た
貼

紙
に
屋
根
材
を
種
類
別
に
「
鉛
屋
根

四
百
拾
三
坪
、
杮
屋
根

六
百
七
拾
八
坪
七
分

五
厘
、
銅
屋
根

千
三
百
二
拾
六
坪
九
歩
、
瓦
屋
根
六
百
六
拾
弐
坪
五
分
五
厘
」
と
記

し
て
お
り
、
最
終
時
点
の
二
ノ
丸
御
殿
の
屋
根
材
ご
と
の
屋
根
面
積
が
わ
か
る
。
御
殿

現
況
に
関
す
る
有
益
な
情
報
と
い
え
る
。

（
３
）「
明
治
五
年
二
ノ
丸
御
殿
図
」
に
書
か
れ
た
文
字
情
報

次
に
№
77
「
明
治
五
年
二
ノ
丸
御
殿
図
」（
金
沢
城
廓
内
絵
図
面
）
に
書
か
れ
た
文
字
記

載
を
紹
介
し
た
い
。
ま
ず
御
殿
内
部
の
部
屋
名
に
つ
い
て
は
、
旧
藩
時
代
と
同
じ
部
屋

表２ 「明治五年二ノ丸御殿図」の部屋名記載一覧

絵図内
位置番号

区
分
部屋名等の記述
＜＞内は明治５年の呼称

旧御殿時代の呼称

1

表
向
き

表式台 表式台
2 実検之間 実検之間
3 竹之間＜練場＞ 竹之間
4 舞台 表能舞台
5 書院 小書院二・三ノ間
6 柳之間 柳之間
あ ＜寝室＞ 進物裁許与力詰所
7 檜垣間＜講堂＞ 檜垣間
8 小書院 小書院上段
9 松ノ間 松ノ間
10 奥書院 奥書院
い ＜寝室＞ 牡丹之間
う ＜寝室＞ 執筆溜
11 台所 台所
12 波之間 波之間
13 舟之間 舟之間
14 膳所＜給養方物置＞ 膳所
15

御
居
間
廻
り

鏡之間 鏡之間
16 居間書院 御居間書院
17 式台 式台
え ＜縮所＞ 奥小将詰
お ＜講堂＞ 御居間二・三の間
18 居間 御居間上段
19 折之間 折上之間
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名
称
を
記
し
た
所
と
明
治
五
年
時
点
で
の
用
途
を
記
し
た
所
に
分
か
れ
る
。
最
後
の
藩

主
慶
寧
時
代
の
部
屋
名
の
ま
ま
の
箇
所
に
は
算
用
数
字
を
入
れ
、
表
２
に
一
覧
し
た
。

ま
た
明
治
二
年
に
新
政
府
が
二
ノ
丸
御
殿
建
物
を
接
収
し
、
明
治
五
年
段
階
で
旧
軍
が

御
殿
内
部
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
に
伴
い
名
称
・
用
途
が
変
化
し
た
こ
と
を
示
す
文
字

記
載
は
五
十
音
順
の
記
号
を
図
版
に
付
し
表
２
に
掲
げ
た
。

奥
向
き
空
間
の
広
式
と
部
屋
方
で
は
「
空
地
」「
長
屋
」
と
い
う
記
載
の
み
な
の
で
、

表
２
へ
の
記
載
は
略
し
た
。
奥
向
き
空
間
は
軍
隊
の
利
用
に
適
し
て
お
ら
ず
、
建
物
改

造
も
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
部
屋
方
は
４
期
図
と
比
べ
大
き
く
縮

小
さ
れ
、
慶
応
末
年
・
明
治
初
頭
で
の
改
変
が
想
定
さ
れ
る
が
、
広
式
は
最
末
期
の
姿

を
と
ど
め
て
い
る
。

表
２
に
示
し
た
「
表
向
き
」
と
「
居
間
廻
り
」
も
文
字
記
載
の
あ
る
部
屋
等
の
み
示

し
た
が
、
建
物
の
骨
格
は
ほ
ぼ
残
っ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
。
寝
室
・
講
堂
と
さ
れ
て

い
る
部
屋
の
旧
名
称
は
表
２
に
示
し
た
通
り
だ
が
、
そ
こ
で
は
改
変
が
な
さ
れ
た
と
み

ら
れ
る
。「
竹
之
間

練
場
」と
記
し
た
ケ
ー
ス
で
は
、旧
状
を
基
本
的
に
残
し
つ
つ「
練

場
」
つ
ま
り
武
芸
の
練
習
道
場
と
し
て
用
途
を
変
え
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。

さ
て
「
明
治
五
年
二
ノ
丸
御
殿
図
」
の
右
下
に
は
「
総
歩
数
八
千
五
百
歩
弐
分

内

三
千
八
拾
壱
坪
九
歩
弐
厘

建
物

但
シ
板
ノ
間
」
と
二
ノ
丸
全
域
の
面
積
と
御

殿
の
総
建
坪
な
ど
が
記
載
さ
れ
る
。
絵
図
上
部
（
部
屋
方
敷
地
）
に
は
「
広
式
総
坪
数

六
百
六
拾
二
坪
七
歩
五
厘
」
と
あ
り
、
絵
図
左
上
の
貼
紙
に
は
、

「

松
壱
本

三
尺
計

右
演
武
場

建
具
附

一
、
四
百
拾
七
枚

唐
紙

内
八
拾
弐
枚

九
尺

三
百
三
拾
五
枚

六
尺

一
、
千
五
拾
枚

障
子

内
拾
弐
枚

弐
間

百
拾
六
枚

九
尺

九
百
廿
弐
枚

六
尺

一
、
六
拾
六
枚

杉
戸

内
弐
拾
枚

九
尺

四
拾
六
枚

六
尺

一
、
拾
弐
枚

房
附
等
唐
紙

内
弐
枚

房
附

一
、
三
拾
枚

書
院
附
障
子

一
、
弐
枚

鉄
網
戸

一
、
弐
百
枚

半
障
子

〆

」

と
記
し
、
御
殿
内
に
か
つ
て
あ
っ
た
唐
紙
や
障
子
の
保
管
数
を
示
す
。
こ
の
記
載
も
最

後
の
二
ノ
丸
御
殿
の
建
築
内
装
の
実
情
を
語
る
重
要
な
証
言
で
あ
る
。
最
後
の
二
ノ
丸

御
殿
に
由
来
す
る
部
屋
名
称
と
と
も
に
最
後
の
御
殿
の
様
相
を
窺
う
こ
と
の
で
き
る
貴

重
な
情
報
と
い
え
よ
う
。

（
４
）「
金
沢
旧
城
廓
総
図
並
建
物
部
分
図
等
」
の
時
代
背
景

上
記
の
ご
と
く
、
本
図
は
明
治
五
年
作
成
と
推
認
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
明

治
五
年
に
な
ぜ
、
こ
う
し
た
絵
図
群
の
作
成
が
必
要
と
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
作
成
背
景

に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。

明
治
二
年
六
月
の
版
籍
奉
還
に
よ
っ
て
、
存
続
を
許
さ
れ
た
藩
の
領
地
と
人
民
は
天

皇
お
よ
び
明
治
新
政
府
に
返
上
さ
れ
、
城
地
・
軍
事
施
設
は
新
政
府
の
支
配
下
に
繰
り

込
ま
れ
た
。
し
か
し
天
皇
と
明
治
新
政
府
は
、
旧
藩
人
民
の
支
配
と
領
地
を
当
分
は
旧

藩
主
に
託
し
、
藩
主
は
「
知
藩
事
」
と
な
り
、
府
・
県
・
藩
に
編
成
さ
れ
た
地
方
支
配

機
構
の
う
ち
藩
の
支
配
が
天
皇
か
ら
委
託
さ
れ
た
。
同
時
に
藩
主
の
私
的
財
産
と
藩
の
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公
的
財
産
は
明
確
に
区
別
さ
れ
、
支
配
区
分
や
身
分
も
す
べ
て
天
皇
中
心
に
再
編
さ
れ

た
。
そ
の
結
果
、前
田
加
賀
守
領
は
「
金
沢
藩
」
と
公
式
に
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
（
こ

れ
が
行
政
機
関
と
し
て
の
「
藩
」
の
初
見
）、
明
治
二
年
十
月
、
知
藩
事
前
田
慶
寧
は
金
沢
城
地

を
新
政
府
に
譲
り
渡
し
、
広
坂
の
本
多
家
上
屋
敷
に
私
宅
を
移
し
た
。
ま
た
藩
庁
は
長

町
の
長
家
上
屋
敷
に
移
さ
れ
た
。

版
籍
奉
還
に
よ
っ
て
、
金
沢
藩
は
明
治
政
府
か
ら
管
下
の
兵
権
・
税
権
を
委
任
さ
れ

旧
藩
領
の
支
配
に
あ
た
っ
た
が
、
金
沢
藩
直
属
軍
は
金
沢
城
内
を
屯
所
と
し
、
旧
加
賀

八
家
の
横
山
邸
に
は
鉄
砲
屯
所
、
奧
村
宗
家
上
屋
敷
に
砲
兵
屯
所
が
置
か
れ
た
。
先
述

し
た
嘉
永
六
年
設
置
の
鈴
見
鋳
造
場
（
兵
器
鋳
造
所
）
は
、
旧
藩
時
代
、
石
川
郡
小
柳
村

に
設
置
さ
れ
た
弾
薬
製
造
所
と
と
も
に
、金
沢
藩
兵
器
局
の
下
に
置
か
れ
管
理
さ
れ
た
。

版
籍
奉
還
後
の
金
沢
藩
は
約
二
千
六
百
人
の
旧
藩
兵
を
掌
握
し
、
新
政
府
の
地
方
軍
隊

と
し
て
旧
藩
時
代
の
軍
事
施
設
を
利
用
し
な
が
ら
、
任
務
に
つ
き
教
練
を
し
て
い
た
。

版
籍
奉
還
後
、
城
郭
の
破
却
を
願
い
出
た
藩
が
一
五
も
あ
り
、
そ
の
他
城
地
の
開
墾

を
願
い
出
た
藩
も
あ
り
、
全
国
的
に
み
る
と
旧
城
郭
は
無
用
の
施
設
と
な
り
つ
つ
あ
っ

た
が
（
前
掲
森
山
一
九
七
〇
）、
金
沢
藩
で
は
活
用
で
き
る
範
囲
で
利
用
し
て
い
た
。

明
治
四
年
七
月
、
薩
摩
・
長
州
・
土
佐
の
藩
兵
一
万
を
も
っ
て
構
成
し
た
御
親
兵
を

東
京
に
集
結
さ
せ
て
廃
藩
置
県
の
政
変
が
起
き
る
と
、
知
藩
事
は
解
任
さ
れ
、
新
政
府

か
ら
大
参
事
な
ど
を
地
方
長
官
と
し
て
府
・
県
に
派
遣
、
中
央
集
権
化
が
一
気
に
進
み
、

地
方
制
度
も
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
た
。
新
政
府
の
軍
事
体
制
の
中
央
集
権
化
は
、
旧

藩
兵
の
解
散
、
旧
藩
所
轄
の
軍
事
施
設
の
兵
部
省
接
収
と
い
う
形
で
進
展
し
た
。

こ
の
と
き
金
沢
藩
は
金
沢
県
と
な
り
、
明
治
五
年
二
月
～
六
年
一
月
に
県
庁
が
金
沢

か
ら
石
川
郡
美
川
に
移
さ
れ
た
が
、
そ
の
間
に
県
名
が
「
石
川
県
」
に
変
え
ら
れ
た
。

明
治
四
年
八
月
二
十
日
、
太
政
官
（
明
治
政
府
）
は
、
府
・
県
・
藩
の
管
轄
下
に
あ
っ
た

地
方
城
郭
は
兵
部
省
が
直
轄
す
る
こ
と
を
正
式
に
決
定
し
布
令
し
た
の
で
（
前
掲
森
山

一
九
七
〇
）、
こ
れ
以
後
、
金
沢
城
な
ど
の
旧
藩
所
属
城
郭
お
よ
び
軍
事
施
設
は
兵
部
省

管
轄
に
編
入
さ
れ
た
。
長
野
県
で
は
明
治
四
年
秋
・
冬
、
東
京
鎮
台
に
松
本
城
本
丸
・

上
田
城
を
引
き
渡
し
、
同
五
年
一
・
二
月
に
松
代
城
・
高
遠
城
が
引
き
渡
さ
れ
た
。
彦

根
城
は
五
年
二
月
、
名
古
屋
城
は
五
年
五
～
八
月
に
鎮
台
に
引
き
渡
さ
れ
た
。
し
か
し

鎮
台
分
営
の
置
か
れ
て
い
な
い
城
に
は
番
人
を
置
く
だ
け
で
、
実
情
把
握
は
き
わ
め
て

不
十
分
で
あ
っ
た
と
い
う
（
前
掲
森
山
一
九
七
〇
）。

明
治
五
年
二
月
二
十
七
日
に
兵
部
省
が
改
組
さ
れ
、
新
た
に
陸
軍
省
・
海
軍
省
が
設

置
さ
れ
る
と
三
月
十
八
日
、
陸
軍
省
築
造
局
は
管
轄
下
の
城
郭
等
に
武
官
を
派
遣
し
、

旧
藩
所
属
の
城
郭
・
練
兵
場
・
屯
所
・
軍
学
校
・
兵
器
製
造
所
・
弾
薬
製
造
所
等
の
軍

事
施
設
に
つ
い
て
調
べ
さ
せ
た
。
旧
藩
軍
事
施
設
等
の
調
査
を
行
い
、
使
用
可
能
な
旧

藩
軍
事
施
設
の
存
廃
の
決
断
を
迫
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
な
か
明
治
五
年
三
月
九
日
、
兵
部
省
令
で
旧
金
沢
県
の
兵
員
（
二
六
六
〇
人
）

と
旧
大
聖
寺
県
の
兵
員
（
一
八
九
人
）
に
解
散
が
命
ぜ
ら
れ
、
三
月
十
八
日
に
陸
軍
省
か

ら
石
川
県
に
、
今
後
「
兵
事
ニ
関
ス
ル
城
廓
・
堡
・
砦
・
練
兵
場
及
兵
器
等
一
切
、
本

省
ニ
管
轄
ス
」と
布
達
さ
れ
た
。ま
た
こ
れ
に
続
き
、明
治
五
年
三
月
に
石
川
県
か
ら「
旧

金
沢
城
及
火
薬
庫
等
ノ
図
ヲ
陸
軍
省
ニ
進
達
ス
」
と
い
う
記
録
も
あ
る
の（
９
）で
、
今
回
発

見
し
た
「
金
沢
旧
城
廓
総
図
並
建
物
部
分
図
等
」
は
、
こ
の
と
き
陸
軍
省
に
進
達
し
た

旧
金
沢
城
関
係
の
軍
事
施
設
図
の
控
図
も
し
く
は
写
図
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
同
じ
明
治
五
年
三
月
十
八
日
付
で
太
政
官
は
「
城
郭
兵
器
取
調
」
の
た
め
陸
軍

省
官
員
を
各
地
方
に
派
遣
し
、「
官
庫
ハ
勿
論
社
寺
四
民
共
従
来
貯
蔵
宝
物
ノ
内
武
器

ニ
属
ス
ル
分
巨
細
取
調
候
筈
」
に
つ
き
各
府
県
は
こ
の
旨
を
管
内
に
布
達
し
協
力
す
る

よ
う
指
令
し
た
が
、
陸
軍
省
も
同
日
付
で
府
県
宛
に
「
今
般
城
郭
兵
器
等
為
取
調
、
当

省
官
員
、
各
府
県
へ
派
出
巡
回
為
致
候
ニ
付
而
ハ
、
別
紙
ノ
件
々
詳
細
取
調
、
出
張
官

員
ヘ
可
申
出
候
事
」
と
布
達
し
た
。
こ
こ
に
記
さ
れ
た
「
別
紙
」
で
は
以
下
の
よ
う
な

調
査
項
目
が
列
記
さ
れ
る
。

「
一
、城
廓
・
堡
・
砦
・
練
兵
場
等
総
而
兵
事
ニ
関
渉
シ
建
築
ス
ル
者
ハ
土
地
並
厦
屋

・
樹
木
共
悉
皆
当
省
管
轄
ニ
候
条
、
詳
細
取
調
可
申
出
候
事
、

但
城
郭
之
儀
ニ
付
テ
ハ
追
々
届
出
候
向
キ
モ
尚
又
今
般
明
細
可
申
出
候
事
、

（
10
）
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一
、兵
単
弾
薬
並
製
造
所
及
ヒ
火
工
所
用
ノ
薬
品
、
其
産
出
之
場
所
等
凡
テ
陸
軍
関

係
之
分
同
断
可
申
出
候
事
、

（
下
略
）

」

さ
き
に
紹
介
し
た
明
治
五
年
「
金
沢
旧
城
廓
総
図
」
に
樹
木
ま
で
記
載
し
て
い
た
の
は
、

こ
の
調
査
項
目
の
指
示
に
合
致
す
る
も
の
と
い
え
、
こ
こ
で
紹
介
し
た
明
治
五
年
「
金

沢
旧
城
廓
総
図
」「
明
治
五
年
二
ノ
丸
御
殿
図
」
な
ど
三
三
点
の
軍
関
係
絵
図
群
は
、

明
治
五
年
三
月
十
八
日
の
陸
軍
省
布
達
に
よ
り
、
石
川
県
に
て
作
成
し
進
達
し
た
も
の

と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
た
軍
関
係
施
設
の
調
査
の
あ
と
明
治
六
年
一
月
十
日
、徴
兵
令
が
発
布
さ
れ
、

続
い
て
一
月
十
四
日
、
存
城
廃
城
令
が
発
令
さ
れ
る
。
こ
の
存
城
廃
城
令
に
よ
っ
て
、

全
国
約
四
〇
の
旧
城
郭
ほ
か
軍
艦
所
・
兵
器
製
造
所
・
港
湾
な
ど
五
六
ヵ
所
を
存
城
と

し
、
一
二
五
城
六
八
陣
屋
を
含
む
軍
事
施
設
二
七
五
ヵ
所
を
廃
止
対
象
物
件
と
定
め
た

（
前
掲
森
山
一
九
七
〇
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
金
沢
城
は
存
城
と
さ
れ
軍
が
利
用
す
る
こ
と
に

な
っ
た
が
、
富
山
城
や
小
松
城
な
ど
は
廃
城
と
な
っ
て
、
大
蔵
省
か
ら
別
途
地
方
や
他

の
省
庁
に
譲
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
処
置
の
判
断
の
基
礎
に
な
っ
た
の
が
、
前
年
に
行
わ

れ
た
全
国
城
郭
等
軍
事
施
設
調
査
で
あ
り
、
府
県
に
命
じ
て
提
出
さ
せ
た
旧
藩
の
軍
関

係
施
設
図
面
が
参
照
さ
れ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。

明
治
六
年
十
一
月
に
は
、
旧
金
沢
城
地
の
一
部
を
な
し
て
い
た
金
谷
出
丸
が
尾
山
神

社
地
と
し
て
の
利
用
を
許
さ
れ
た
。
明
治
八
年
に
な
る
と
、
旧
金
沢
城
地
に
置
か
れ
た

名
古
屋
鎮
台
営
所
に
名
古
屋
鎮
台
第
七
連
隊
司
令
部
が
設
置
さ
れ
、連
隊
（
二
個
大
隊
編
成
）

本
部
は
旧
二
ノ
丸
の
「
菊
の
間
」
に
設
置
さ
れ
た
。「
明
治
五
年
二
ノ
丸
御
殿
図
」
に

描
か
れ
た
明
治
五
年
段
階
の
軍
に
よ
る
建
物
改
修
・
改
変
は
、
明
治
六
年
の
存
城
廃
城

令
を
契
機
に
一
段
と
広
が
っ
た
と
い
え
よ
う
。
明
治
十
四
年
一
月
に
第
七
連
隊
司
令
部

な
ど
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
旧
二
ノ
丸
御
殿
か
ら
失
火
し
建
物
す
べ
て
焼
失
し
、
金

沢
城
二
ノ
丸
御
殿
は
そ
の
歴
史
を
完
全
に
終
え
る
。

（
５
）「
明
治
五
年
二
ノ
丸
御
殿
図
」
発
見
の
意
義

最
後
に
、
今
回
発
見
さ
れ
た
「
金
沢
城
廓
内
絵
図
面
」
が
明
治
五
年
の
絵
図
と
特
定

さ
れ
た
こ
と
で
、す
で
に
確
認
さ
れ
て
い
る
江
戸
後
期
二
ノ
丸
御
殿
図
の
編
年
作
業
に
、

ど
う
い
う
メ
リ
ッ
ト
を
も
た
ら
し
た
か
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

本
書
に
は
別
刷
図
も
含
め
、
文
化
六
年
再
建
以
後
の
後
期
御
殿
図
の
う
ち
主
な
も
の

六
〇
点
余
を
掲
載
し
、
二
節
で
簡
単
な
解
説
も
行
っ
た
が
、
解
説
に
あ
た
り
御
殿
の
変

遷
過
程
に
即
し
、
描
か
れ
た
御
殿
景
観
を
五
期
に
分
け
た
。
各
期
ご
と
の
掲
載
数
は
１

期
図
の
三
〇
点
と
２
期
図
の
一
六
点
で
過
半
を
占
め
、
あ
と
は
３
期
図
四
点
、
４
期
図

五
点
、
５
期
図
五
点
と
明
治
に
近
づ
く
に
つ
れ
激
減
す
る
。
つ
ま
り
、
江
戸
後
期
の
二

ノ
丸
御
殿
図
の
大
半
は
弘
化
四
年
の
改
修
以
前
の
景
観
を
描
い
た
も
の
が
圧
倒
的
に
多

く
、
３
期
図
も
含
め
た
嘉
永
六
年
の
改
修
以
前
の
御
殿
図
と
い
う
整
理
を
す
れ
ば
五
〇

点
が
こ
れ
に
該
当
し
、
大
半
が
嘉
永
年
間
以
前
の
絵
図
で
あ
っ
た
。

文
久
三
年
、
藩
主
斉
泰
の
正
室
溶
姫
が
、
文
久
の
幕
政
改
革
の
影
響
で
江
戸
藩
邸
か

ら
金
沢
城
二
ノ
丸
御
殿
に
移
住
す
る
こ
と
に
な
り
、
斉
泰
は
手
狭
な
金
沢
城
奥
向
き
空

間
で
や
り
繰
り
を
行
い
、
溶
姫
の
居
住
空
間
（
御
守
殿
）
を
造
営
し
た
が
、
表
向
き
の
部

屋
を
奥
向
き
空
間
に
取
り
込
む
と
い
う
従
来
に
な
い
大
改
修
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、

二
ノ
丸
御
殿
の
部
屋
方
・
御
広
式
・
松
の
間
付
近
で
大
き
な
改
変
が
な
さ
れ
た
が
、
そ

の
こ
と
を
示
す
御
殿
全
体
絵
図
は
残
っ
て
い
な
い
。
わ
ず
か
三
点
ほ
ど
の
部
分
図
に

よ
っ
て
、
文
久
三
年
の
御
殿
大
改
修
の
一
端
を
確
認
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
。

今
回
の
「
明
治
五
年
二
ノ
丸
御
殿
図
」
は
、
文
久
三
年
に
改
造
さ
れ
た
後
の
二
ノ
丸

御
殿
を
描
く
唯
一
の
全
体
図
と
い
え
る
の
で
、
使
い
方
を
工
夫
す
れ
ば
、
溶
姫
御
殿
設

置
の
頃
の
御
殿
の
特
徴
を
引
き
出
せ
る
可
能
性
を
も
つ
。
む
ろ
ん
「
明
治
五
年
二
ノ
丸

御
殿
図
」
は
、
文
久
三
・
四
年
に
在
城
し
た
溶
姫
の
時
代
の
姿
を
そ
の
ま
ま
描
く
も
の

で
な
く
、
そ
の
後
、
慶
応
二
年
四
月
に
十
三
代
斉
泰
か
ら
十
四
代
慶
寧
に
藩
主
が
交
替

し
た
際
の
改
修
な
ど
を
経
た
の
ち
の
姿
を
と
ど
め
る
に
す
ぎ
な
い
が
、大
き
く
見
れ
ば
、

文
久
三
年
の
御
殿
改
修
に
よ
る
変
化
を
経
た
御
殿
で
あ
る
い
じ
ょ
う
、
文
久
三
・
四
年

（
11
）
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の
姿
を
推
定
す
る
と
き
不
可
欠
の
史
料
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

溶
姫
の
金
沢
城
滞
在
期
間
は
一
年
余
で
あ
っ
た
が
、
広
式
で
起
き
た
変
化
な
ど
は
、

ど
の
程
度
そ
の
後
改
変
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
溶
姫
が
去
っ
た
あ
と
の
慶
応
年
間
の

改
修
を
想
定
し
な
が
ら
、「
明
治
五
年
二
ノ
丸
御
殿
図
」
は
今
後
も
引
き
続
き
慎
重
に

検
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
明
治
五
年
二
ノ
丸
御
殿
図
」
は
、
明
治
二
年
に
最
後

の
藩
主
慶
寧
が
御
殿
を
出
た
時
点
の
姿
を
示
す
御
殿
全
体
図
と
し
て
意
義
が
あ
る
だ
け

で
な
く
、
文
久
三
年
以
後
の
御
殿
全
体
図
が
残
存
し
て
い
な
い
現
状
に
お
い
て
、
文
久

三
・
四
年
の
溶
姫
在
城
時
の
御
殿
景
観
を
考
察
す
る
際
に
も
参
照
す
べ
き
絵
図
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。
文
久
三
・
四
年
の
溶
姫
在
城
時
の
御
殿
景
観
を
類
推
す
る
に
あ
た
り
、

溶
姫
に
よ
る
改
修
直
前
の
姿
を
示
す
青
硯
文
庫
本
の
全
体
図
（
№
68
）
と
「
明
治
五
年

二
ノ
丸
御
殿
図
」
を
比
較
す
る
こ
と
で
、何
ら
か
の
所
見
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

近
世
後
期
の
二
ノ
丸
御
殿
図
の
遺
存
状
況
の
偏
り
か
ら
み
て
、
今
回
の
「
明
治
五
年

二
ノ
丸
御
殿
図
」
の
発
見
は
、
最
末
期
の
御
殿
を
推
定
す
る
と
き
有
力
な
証
拠
に
な
り

う
る
史
料
で
あ
る
と
評
価
で
き
、
そ
こ
に
本
図
の
意
義
を
も
と
め
た
い
。

註（
１
）
石
野
友
康
「
溶
姫
の
加
賀
下
向
と
金
沢
城
」『
金
沢
城
研
究
』
１２
号
、
二
〇
一
四
年

（
２
）
平
成
二
十
九
年
四
月
以
後
、
本
図
は
石
川
県
立
図
書
館
に
架
蔵
さ
れ
、
閲
覧
可
能
と
な
る
予
定
。

（
３
）
森
山
英
一
『
名
城
と
維
新
』
城
郭
資
料
館
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
。
以
下
で
は
「
前
掲
森
山

一
九
七
〇
」
と
略
記
す
る
。

（
４
）
清
水
文
庫
「
雑
留
帳
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
蔵
）
に
よ
れ
ば
、八
家
屋
敷
な
ど
が
中
隊
屯
所
・

銃
隊
屯
所
等
に
変
化
し
た
年
次
を
記
載
し
て
お
り
、
奥
村
邸
・
横
山
邸
の
変
化
時
点
は
明
治
二

年
と
し
て
い
た（
石
野
友
康「
藩
体
制
の
解
体
と
金
沢
城
」『
金
沢
城
研
究
』８
号
、二
〇
一
〇
年
）。

（
５
）
北
村
魚
泡
洞
『
尾
山
神
社
誌
』
尾
山
神
社
社
務
所
、
一
九
七
三
年
。

（
６
）『
加
賀
藩
史
料
』
藩
末
篇
上
巻
。

（
７
）『
金
沢
市
史
』
資
料
編
３
（
近
世
一
）。

（
８
）
今
井
一
良
「
金
沢
最
初
の
も
う
一
つ
の
異
人
館
―
ス
ロ
イ
ス
居
館
の
変
転
と
遺
品
の
透
彫
り
装

飾
―
」『
石
川
郷
土
史
学
会
々
誌
』
２９
号
、
一
九
九
六
年
、
同
「
新
発
見
の
元
蘭
医
ス
ロ
イ
ス

居
館
の
写
真
」『
石
川
郷
土
史
学
会
々
誌
』
３０
号
、
一
九
九
七
年
。

（
９
）「
石
川
県
史
料

制
度
部

兵
制
」『
石
川
県
史
料
』
３
巻
。

（
１０
）「
法
令
全
書
：
明
治
五
年
」、
森
山
前
掲
一
九
七
〇
（
一
二
〇
頁
）。

（
１１
）
石
野
友
康
「
藩
体
制
の
解
体
と
金
沢
城
」『
金
沢
城
研
究
』
８
号
、
二
〇
一
〇
年
。
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№ 時期 題名 所蔵者等 請求番号等 寸法（cm）

44 後期１ 二の丸部屋方間取図 松井建設 撮影番号 04 103×76

45 後期１ 二の丸竹の間付近平面図（付屋根伏
せ図） 松井建設 撮影番号 07 56×67

46 後期１ 二の丸桧垣之間・松之間・奥御書院
等平面図（付屋根伏せ図） 松井建設 撮影番号 05 51×70

47 後期１ 二の丸御殿御居間付近の図（付水道
路線） 松井建設 撮影番号 09 60×56

48 後期２ 金沢城二の丸地図 石川県立歴史博物館 館蔵 ２-１8-２-１３55 130×255

49 後期２
二之丸御殿並御広式下部屋等絵図
（表御式台ヨリ竹之間迄、御台所ヨ
リ柳之御間迄）

金沢市立玉川図書館（清水文庫） １8.６-4９- ① 40×54

50 後期２
二之丸御殿並御広式下部屋等絵図
（滝之御間・波之御間ヨリ御居間廻
リ御広式廻リ迄）

金沢市立玉川図書館（清水文庫） １8.６-4９- ② 52×55

51 後期２ 二之丸御殿並御広式下部屋等絵図
（御広式下壇廻り） 金沢市立玉川図書館（清水文庫） １8.６-4９- ③ 33×43

52 後期２ 二之丸御殿御補修絵図 金沢市立玉川図書館（清水文庫） １8.６-３６ 67×88

53 後期２ 金沢城二ノ丸御殿御次内巨細絵図 金沢市立玉川図書館（加越能文庫） １６.２６-２4 176×243

54 後期２ 二ノ丸万年樋絵図 大友佐俊氏 188×98

55 後期２* 御城中壱分碁絵図 横山隆昭氏 絵図 ３ 151×137

56 後期２ 金沢城御城内外御建物絵図（表向） （公財）前田育徳会 82×143

57 後期２ 金沢城御城内外御建物絵図（御居間
廻） （公財）前田育徳会 104×115

58 後期２ 金沢城御城内外御建物絵図（御広式）（公財）前田育徳会 96×125

59 後期２ 金沢城御城内外御建物絵図（御台所廻）（公財）前田育徳会 79×125

60 後期２ 竹沢御座敷総絵図二之丸並金谷御殿
絵図（二之御丸御台所辺） 大友佐俊氏 119×75

61 後期２ 竹沢御座敷総絵図二之丸並金谷御殿
絵図（二之御丸御表廻） 大友佐俊氏 128×76

62 後期２ 竹沢御座敷総絵図二之丸並金谷御殿
絵図（二之御丸御居間廻） 大友佐俊氏 91×100

63 後期２ 金沢城二の丸奥部絵図 石川県立歴史博物館 館蔵 ２-１8-２-１０２２ 110×78

64 後期３* 御城分間御絵図 （公財）前田育徳会 155×213

65 後期３ 加州金沢城二ノ丸之図 （公財）三井文庫 c8２5-4７ 80×145

66 後期３ 金沢城二之御丸三歩碁図A 石川県立図書館 K３９１-７ 143×83

67 後期３ 金沢城二之御丸三歩碁図B 石川県立図書館 K３９１-７ 142×83

68 後期４ 二ノ丸御殿図 青硯文庫 ―

69 後期４ 金沢城二之丸御次内嘉永年中修補図 金沢市立玉川図書館（清水文庫） １8.６-4０ 56×80

70 後期４ 金沢城二之丸転席方絵図 金沢市立玉川図書館（加越能文庫） １６.２６-２5 55×78

71 後期４ 用番方御絵図⑩松之間席絵図 金沢市立玉川図書館（大友文庫） 大 １１１７- ⑩ 28×49

72 後期４ 用番方御絵図⑮御用之間江被召候節
出所等絵図 金沢市立玉川図書館（大友文庫） 大 １１１７- ⑮ 30×21

73 後期５ 金沢城殿中図 （公財）前田育徳会 77×55

74 後期５ 姫君様御着輿之節御供落シ絵図（御
守殿御門内外御供落シ個所） 金沢市立玉川図書館（加越能文庫） １６.１5-１１０ 48×36

75 後期５
金沢城二之丸御守殿御供建方絵図
（姫君様・初姫様御建込非常之節御
立退御行列御供建方絵図）

金沢市立玉川図書館（加越能文庫） １６.１5-１１１ 108×79

76 後期５* 金沢旧城廓総図 石川県教育委員会 68×78

77 後期５ 金沢城廓内絵図面 石川県教育委員会 140×77
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金沢城二ノ丸御殿絵図リスト ※金沢城全域図には＊を付した
№ 時期 題名 所蔵者等 請求番号等 寸法（cm）

1 前期 金沢城二之丸座舗之図 金沢市立玉川図書館（加越能文庫） 16.18-28 166×120

2 前期 金沢城座敷之図二之丸 石川県立歴史博物館（大鋸コレクション） 大鋸コレクション⑥ 83×65

3 前期 * 金沢城中惣絵図 石川県立歴史博物館 館蔵 2-18-2-1019 88×75

4 前期 * 金沢城図 横山隆昭氏 絵図 1 78×79

5 前期 * 金沢城図 金沢市立玉川図書館（大友文庫） 大 1125 35×42

6 前期 金府城二ノ丸 （公財）静嘉堂文庫 （池上家文書）1- 癸 86×66

7 前期 二ノ御丸絵図 金沢大学附属図書館 105×152

8 前期 二ノ丸御殿図 普森清美氏 140×82

9 前期 * 金沢城二之丸御殿絵図 金沢市立玉川図書館（清水文庫） 18.６-３4 106×141

10 前期 金沢城御城中絵図（御家廻り） 石川県立図書館 K391-９-３ 69×111

11 前期 金沢城図（写）二ノ御丸御家廻り并
御広式 金沢市立玉川図書館（氏家文庫） １３.０-７３- ② 81×112

12 前期 二之丸御殿図 金沢市立玉川図書館（大友文庫） 大 1096 72×84

13 前期 二之丸間取図 金沢市立玉川図書館（大友文庫） 大 1122 77×82

14 中期 宝暦年中二之御丸御殿地指図 金沢市立玉川図書館（大友文庫） 大 1095 115×203

15 中期 文化焼失以前二の丸之図 金沢市立玉川図書館（加越能文庫） 16.１8-２９ 136×257

16 中期 二之丸御殿幷御広式御絵図 金沢市立玉川図書館（清水文庫） 18.６-３5 96×181

17 中期 金沢表二之御丸御殿並御広式御絵図 村松家 179×90

18 後期１ 二の丸御殿絵図 金沢市立玉川図書館（加越能文庫） 16.１8-３０ 80×54

19 後期１ 文化六己巳御造営之御殿図 石川県立歴史博物館（篠原一宏家文書） 館蔵 ２-２２３4-２０ 54×80

20 後期１ 金沢城二之丸御殿図 金沢市立玉川図書館（加越能文庫） １６.１8-３１ 100×52

21 後期１ 金沢城二之丸図 石川県立図書館 K３９１-６９ 74×129

22 後期１ 金谷御殿間取図（金沢城二ノ丸御殿
間取図） 富山県立図書館 T０９２.７5-３ 74×125

23 後期１ 二の御丸惣絵図（三歩碁） 金沢大学附属図書館 5-4０-１６０ 75×144

24 後期１ 金沢城二之御丸御殿明細図 金沢市立玉川図書館（郷土資料） K２-8３９ 140×70

25 後期１ 金沢城二ノ丸絵図面 金沢市立玉川図書館（郷土資料） ０９０-７７６ 87×137

26 後期１ 金沢城二の丸絵図 金沢大学附属図書館 150×77

27 後期１ 金沢城二ノ丸絵図 石川県立歴史博物館（村松コレクション） 村松コレクションA 66×144

28 後期１ 金沢城二之丸御住居殿閣図（二ノ丸
全図） 金沢市立玉川図書館（氏家文庫） １３.０-84- ① 80×168

29 後期１ 金沢城二之丸御住居殿閣図（二ノ丸
全図（三分割）） 金沢市立玉川図書館（氏家文庫） １３.０-84- ② 165×80

（3枚計）

30 後期１ 金沢城二之丸御殿之図 金沢市立玉川図書館（後藤文庫） １９.９-７5 103×118

31 後期１ 金沢城二の丸絵図 石川県立歴史博物館 館蔵 ２-１8-２-９4７ 75×130

32 後期１ 二ノ丸御殿図 照円寺 121×73

33 後期１ 二ノ丸御屋形図 前田土佐守家資料館 絵図 6 272×140

34 後期１ 金沢城二丸諸建物図 石川県立図書館（森田文庫） K３９１-１5 90×53

35 後期１ 金城営中図 西尾市岩瀬文庫 子 -３5１ 54×94

36 後期１ 金沢城二ノ丸之図 金沢市立玉川図書館（加越能文庫） １６.１8-３２ 140×260

37 後期１ 二ノ丸御建物平面図 石川県立図書館（富田文庫） 1 78×132

38 後期１ 於表御舞台御規式御能被仰付候御補
理御絵図 金沢市立玉川図書館（大友文庫） 大 1115 74×155

39 後期１ 加賀金沢城表御殿中之図 （公財）三井文庫 c8２5-48 40×27

40 後期１ 金府敷面之図 石川県立歴史博物館（村松コレクション） 村松コレクション 96 78×109

41 後期１ 金沢城二之丸御殿間取之図 金沢市立玉川図書館（清水文庫） １8.６-３９ 28×40

42 後期１ 二ノ丸表向座敷等之図 石川県立歴史博物館（大鋸コレクション） 大鋸コレクション⑤ 56×48

43 後期１ 御広式向御二階之分絵図 金沢市立玉川図書館（加越能文庫） １６.１8-4２ 80×100
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協
力
者
一
覧
（
敬
称
略
・
順
不
同
）

【
公
共
機
関
・
団
体
等
】

石
川
県
立
図
書
館

石
川
県
立
歴
史
博
物
館

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

前
田
土
佐
守
家
資
料
館

金
沢
大
学
附
属
図
書
館

照
円
寺

富
山
県
立
図
書
館

西
尾
市
岩
瀬
文
庫

（
公
財
）
前
田
育
徳
会

（
公
財
）
静
嘉
堂
文
庫

（
公
財
）
三
井
文
庫

松
井
建
設
株
式
会
社

【
個
人
】

横
山
隆
昭

普
森
清
美

大
友
佐
俊

村
松
七
九

山
森

隆

表
紙
「
金
沢
城
二
ノ
丸
御
殿
御
次
内
巨
細
絵
図
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
加
越
能
文
庫
所
蔵
）
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〔金沢城史料叢書29〕「金沢城二ノ丸御殿絵図集」

絵図にみる金沢城二ノ丸御殿
平成29年３月31日 発行

編集・発行 石川県金沢城調査研究所
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http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/bunkazai/kanazawazyo/index.html
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別刷絵図一覧

番号 名 称

 1   金沢城二之丸座舗之図

10  金沢城御城中絵図（御家廻り）

15  文化焼失以前二の丸之図

20  金沢城二之丸御殿図

53  金沢城二ノ丸御殿御次内巨細絵図

56  金沢城御城内外御建物絵図（表向）

57  金沢城御城内外御建物絵図（御居間廻）

58  金沢城御城内外御建物絵図（御広式）

59  金沢城御城内外御建物絵図（御台所廻）

77  金沢城廓内絵図面



１

金
沢
城
二
之
丸
座
舗
之
図

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

加
越
能
文
庫
（
166
×
120
㎝
）



10

金
沢
城
御
城
中
絵
図
（
御
家
廻
り
）

石
川
県
立
図
書
館
（
69
×
111
㎝
）



15

文
化
焼
失
以
前
二
の
丸
之
図

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

加
越
能
文
庫
（
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×
257
㎝
）
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城
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御
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金
沢
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立
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川
図
書
館

加
越
能
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（
100
×
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㎝
）
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金
沢
城
二
ノ
丸
御
殿
御
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図

金
沢
市
立
玉
川
図
書
館

加
越
能
文
庫
（
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×
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㎝
）
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金
沢
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面

石
川
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教
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委
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会
（
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×
77
㎝
）
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